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　労働協約は労働協約に定められた期間の満了により，あるいは労働協約の解

約により，あるいは労働協約当事者の実質的変更により終了する。かかる場合従

来労働協約によって規制されていた労働関係はいかなる影響をうけるであろう
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か。就中かかる場合においてもなお労働協約の規範的部分といわれている労働

条件の基準は労働条件を規制する効力を持続するのであろうか。これに関連し

て提出されたのが労働協約の余後効の理論である。

　通常は労働協約の終了後新労働協約の締結迄の間に空白の時期が生じないよ

うに労働協約締結の際に予め，自動延長規定（即ち労働協約の期限が到来して

も労働協約は即時に失効しないで新労働協約が成立する迄旧労働協約が延長さ

れるという規定），あるいは自動更新規定（即ち労働協約の期限の到来前一定

の時期に労働協約の破棄または改訂の申入れをしないときには労働協約は自動

的に更新されるという規定）を設けている。ところが我国においては，昭和24

年改正労働組合法がその第15条第2項で「労働協約は，その中に規定した期限

が到来した時以後においてその当事者のいずれか一方の表示した意思に反し

て，なお有効に存続することができない。但し，この規定は，労働協約の当事

者のいずれか一方が反対の意思を表示しない限り労働協約の効力が更新される

旨の労働協約の規定を排除する趣旨に解釈されてはならない。」と規定し，自

動更新規定の存続は認めるも自動延長規定についてはその一方的破棄を認めた

のでこれが丁度当時高まりつつあった資本攻勢に拍車をかけることとなって労

使関係を無協約状態に追い込み，人員整理に関連しての解雇の同意約款ないし

協議約款の余後の効力をめぐって労使間に激しい紛争をまき起すに至ったω。

これについて学説判例は賛否両論に分かれ，激しい論争を行ってきたのである

が，いまだ渾沌の裡にあり通説と目すべきほど多数の賛同を得ている学説は存

しないといってよいであろう。

　我国の学説に多大の影響を及ぼしているドイッの学説はつとに1920年代この

問題に関して非常に激しい論争を行って精緻な論述を展開している。従って我

国の学説へのその影響の程度を知るためにもまた学説展開の方向を知り我国の

学説がどれほどそれを越えでているかを知るためにも当時のドイツの学説の詳

細の知識が要求せられる。

　当時のドイツの学説の大要については既に文献に紹介されているのを散見す

るが，いまだその詳細は紹介されていないので，本稿において特に各論者の立



一
　70　－　（450） 第18巻　　第5。6号

脚点に注目しつつ換言すれば余後効に端的に現われてくる労働協約の効力の法

的性質の見解の差異に注目しつつ，これをなし，我国余後効論争理解の一端に

でも資したいもとの思う。

（1）昭和24年改正法第15条第2項それ自体が昭和23年12月に発表された経済9原則の線

　に副って企業合理化の促進のための人員整理を可能にするための柘頭墨として企図さ

　れたものであり，それは増大しつつあった資本攻勢の一つの結節点であったわけであ

　る。従って改正の当初から無協約状態の現出は予想されていたといえる。

②　吉川大二郎「労働協約法の研究」　131頁以下。木村友三郎「労働協約の事後効につ

　いて」　（神戸法学雑誌　第1巻　344頁以下）。

本 論

1　論争概観

　独学界における労働協約の余後効論争は「新労働法雑誌」（Neue　Zeitschrift

fUr　Arbeitsrecht）1924年3月号におけるW．　Kaskelの論文「協約規制が

変更・廃止される場合の個別的労働契約の運命」　（Das　Schicksal　der　Ein－

zelarbeitsvertrage　bei　Aenderung　oder　Aufhebung　der　tariflichen

Regelung）が口火となってまき起った（1）。既にそれ以前にも孤々的に，この

問題はとりあげられ論ぜられていはしたが（2），いまだまとまった論争を惹きお

こす迄には至らなかった。

　第1次大戦後急速に激化せるインフラチオンは1923年末に頂点に達し，それ

以後は所謂ドイツ資本主義の相対的安定期に入る。この時期においては外国資

本の導入と共に強力に資本主義的企業合理化が促進された。それは，機械の改

良・労働過程のより合理的な調整，これらと結びついてまたは関連なしに行わ

れる労働の強化の3方法によって遂行される。これにより労働者の時閻当りの

生産性が高められることとなるが，このことは同時に生産が頭打ちの状態の下

では失業者の一層の増大を意味することともなる。またこの期における労働者

の組織は著しい退潮を示し，組織労働者の数は1920・21年に約800万に達して

いたのが1926年には半数の400万に激減した（3）。即ち資本主義的合理化を強力
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におし進めんとする資本攻勢とそれに対処すべきはずの組織が弱体化して了っ

ていたこととが相侯って，労働協約の失効後，新労働協約が締結されないま

ま，所謂無協約状態が現出した。而してかかる状態より生ずる労働条件の悪

化，就中賃金の低下に対処する手段として一一もはや組織が弱体化していて十

分にはたよりにならないため一一争訟において労働者の側より労働協約の余後

効が主張されたのである。

　このことをH6niger－Schultz－Wehrleの編纂せる「労働法年鑑」（Jahr－

buch　des　Arbeitsrechts）（1919～1931）によりつつ，判例についてみれば，

　1919・20年には1件も引用がなく，1921年に2件，1922年に2件，1923年に

1件，1924年に4件，1925年に11件，1926年に11件，1927年に6件，1928年に

2件，1929年に1件，1930年に1件，1931年に4件，となっている。これより

1924，25，26年と資本主義的合理化が強力におしすすめられた時期に余後効に

関する争訟が特に盛んに行われたことが分るω。

　かかる社会状勢を背景として独学説は論争を展開したのである（5）。即ち

Kaskelの前述の論文と相前後してOertmannの論文「労働協約の余後効」

（Nachwirkung　von　Tarifvertragen）が発表され（6），更に引きつづき同

年中にはVanselow（7），　Herschel（8），　Potthoff（9），　Erde即，　Dittmar（”），

Grifnberg　a2），翌1925年には新たにErdmann⑱，　Gerstel　a‘），　N6rpe1⑮，

Grieger（］6），　GoepPert㈹，　Genthe⑱，　Nikisch㈲，　Hardt㈲，1926年には，

Hueck　e’），　Warnke爾，1927年には，　Lehmann　e3），　Auerswald鋤，1929年に

は，Aubele㈲，　Karl　Behrens　c26），1930年には，　Goldschmidt鋤，1931年に

は，Hawelka　Pm，　Paul　Heller鋤，がそれぞれ労働協約の余後効に関する論

文を発表し自己の見解を明らかにした。

　また論交を発表していない者もそれぞれ目己の著書の中で，即ちSinzhei－

marはその著「労働法原理」（GrundzUge　des　Arbeitsrechts，1927）で，

Jacobiはその替「労働法の基礎理論」　（Grundlehren　des　Arbeitsrehts，

1927）で，Pick－Weigertは彼等の共著「労働法実務」　（Die　Praxis　des

Arbeitsrechts，1925）で自己の見解を明らかにしており，更には，　NipPer一
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deyは初期の見解をその著「協約法への寄与」（Beitrage　zum　Tarifrecht，

1924）において，その後変更せる見解を「新労働法雑誌」（NZfA）上での彼

の書評（Bucherbesprechungen，1925，　S．723ff；1927，　S．701ff．）の中で，

及びHueckとの共著「労働法教科書」　（Lehrbuch　des　Arbeitsrechts，

1930）において表明している。

　従って当時の労働法学者は全て何らかの形で，この労働協約の余後効の問題

に関して自己の見解を明らかにし論争に関与したいといいうるであろう。

（1）Potthoff・ArbR・・1924・S・687；Vanselow，　NZfA．，1924，　S．331参照。

（2）Kaskelより早く発表された論文としては次のものを指摘しうる。

　　Weymann，　Die　Wirkung　der　KUndigung　eines　Tarifvertrages　auf

　upkUndbare　od．　nur　beding　kUndbare　Dienstvertrage（Gew　Kfm　G．　Bd．

　26Sp．38－bei　Hueck，　Tarifrecht，　S．50）；Geyer，　E　influ6　des　Ablaufs

　eines　Tarifvertrages　auf　die　wahrend　seiner　Geltung　abgeschlossen

　Arbeitsvertrage（Gew　Kfm　G．　Bd．26，　S．220－bei　Jahrbuch　des　Arbeits－

　rechts，1921，S．81）；van　de　Sandt，　Wie　wirkt　der　Ablauf　eines　Taritver－

　trages　auf　die　in　seinem　Geltungsbereich　abgeschlossenen　Arbeitsver－

　trage（JW・，1921，　S．322f．－bei　Jahrbuch　des　Arbeitsrechts，1921，S，81），

　なお著書においては，Hueck，　Tarifrecht，1922，　SLso．

（3）ユルゲン・クチンスキー「ドイツ経済史」　（高橋正雄・中内通明訳）151頁以下。

　ワルンヶ「ドイツ労働組合運動小史」　（池上幹徳・佐藤重雄訳）58頁以下，74頁以下

　参照。

（4）Jahrbuch　des　Arbeitsrechtsにおける判例の引用は簡潔でただ余後効に対する

　判例の賛否の態度を明らかにするのみであるので，訴訟の原告が何れの側か，請求の

　内容は何であるかは不明であるが，JW．に引用せるRechtsprechung　des　RG．v．

　2．7．1926（JW・，19271S・265f・）並びにRechtsprechung　des　LG．　Nifrnberg

　v．24．7．1925（JW．，19271S．304f．）及びUrt．　OLG．　Karlsruhe　v．11．

　11．1926（JW．，1927皿S．1528f．），　Urt．　LG．　Darmstadt　v．1．10．1926

　（JW．，1927皿S．1533）では明らかに労働者の側が訴を提起している。またそこで

　は賃金，休日休暇が直接にか間接にか問題となっている。当時の状勢の下では労働協

約の余後効を主張することが労働者に有利に働くことは学説の一致して認めるところ

　である。　（例えばLehmann，　Tarifvertrag　und　Nachwirkung　S．15を参照せ

　よ。）

（5）以下H6niger－Schultz－Wehrle，　Jahrbuch　des　Arbeitsrechts　1924～1931に
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　　よる。

（6）Oertmann，　Nachwirk噂9　von　Tarifvertrtige，　SchlW．，1924，　S．181，　ff．．

　　発表の月が不明なので・Kaskelとの先後は不明である。

（7）Vanselow，　E　inzelarbeitsvertrag　und　Tarifve：trag，　NZfA．，1924　S．331

　　ff．．彼はこれ以外，後で次「の論文を発表していろ。　Die　Rechtslage　nach　Ablauf

　　eines　Tarifvertages，　NZfA．，1926，　S．11ff．．

（8）Hersch・1，　Uber　d・・V・・halt・i・v・n　T・・if…t・ag・nd　Einzel・・b・it・－

　　vertrag，　NZfA．，1924，　S．339ff．；NZfA・，1926，　S．667ff・．

（9）　Potthoff，　Tarifvertrag　und　Einzelarbeitsvertrag，　ArbR．，1924，　S．687

　　ff。．彼はこれ以外に，　Die　Rechtslage　nach　Ab．lauf　eines　Tarifvertrage§，

　　ArbR．，1925，　S．703ff．；Die　Nachwirkung　des　Tarifvertrages．　bezUglich

　　Ueberstunden，　ArbR．，1926，　S．701ff．；Materialb跳ter　f．　Wirtschafts－u．

　SozialpQlitik，　1927，　S・14，　etc．．

⑩　Erde1，　Nachwirkung　der　Tarifvertrage，　Gew　Kfm　G．，’29　S．134ff．；

　　Tarifvertrag，　Nachwirkung，　Rechtsnachfolge　und　Verhtiltnis　zum

　Lehrvertrag，　Kartenauskunftei　vom　24．2．25・彼はこれ以外に，　SchlW．，

　　1925，S．37ff．；117ff．；162ff．；1926，　S・　106ff・；etc・・

（i1）Dittmar，　Die　Nachwirkung　der　Tarifvertrage，　GDA．，1924，　S．104．

働Grtinberg，　Weiterwirkung　des　Kollektivvertrages，　ArbR・，1924，　S．255

　　ff．．

㈲　Erdmann，　Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages，　Heft　10

　　der　Schriften　der　Vereinigung　der　Deutschen　Arbeitgeberverb葺nde　E．

　　V．Fr．　Zillessen（Heinrich　Beenken）Berlin　C　19，1925．彼はこれ以外に，

　　Nochmals　die　Rechtslage　nach　A．blauf　eines　Tarifvertrages，　Gew　Kfm

G・・3t・1926・S・219ff・；Di・NachWi・kung　des　T・・ifvert・a琴r・・K・・k・1’

　　Hauptfragen　deS　Tarifrechts，1927，　S・99ff・・

（14）Gerstel，　Aus　der　Praxis　der　arbeitsrechtlichen　Zivilkammer，　JW．，

　　1925，　1835f．．

㈲・N6rpel，　Weiterwirkung　der　normativen　Bestimmungen　eines　Tarifver－

　　trages　nach　seinem　Ablauf　in　den　EinzelarbeitSvertragen，　ArbR．，1925，

　　S．449ff．；SchlW．，1926，　S．8ff．．

（16）Grieger，　Die　Nachwirkung　des　Tarifvertrages，　Bl談tter　fUr　ArbR．，192

　　5，Nr．4．

（t7）Goeppert，　Zur　Lehre　von　de・r　Nachwirkung　der　Tarifvertrage，　Der　Arb

　　G．，1925，S．259ff．；SchlW．，1925，　S．99f．，

㈹　Genthe，　Welche　Wirkung　hat　die　Auf16sung　eines　Arbeitskartells　wah一
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　　　rend　der　Dauer　eines　Tarifvertrages　auf　die　Lohnansprifche　der　Arbeit－

　　　nehmer？，　NZfA．，1925，　S．85ff．．

　住9）Nikisch，　Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages，　NZfA．，

　　　1925，　S．65ff．．

　（20）　Hardt，　Zur　Theorie　der　Fortwirkung　abgelaufener　Tarifvertr盗ge　ill

　　　den　Einzelarbeitsvertragen，　NZfA．，1925，　S．77ff．．

　（21）　Hueck，　Die　Nachwirkung　der　Tarifvertrage，　NZfA・，1926，　S・151ff・．

幽Warnke，　KOnnen　nach　Ablauf，　aber　vor　Aufhebung　eines　Tarifver－

　　　trages　Einzelarbeitsvertrage　mit　flir　den　Arbeitnehmer　ungUnstigeren

　　　Bedingungen，　als　sie　der　Tarifvertrag　vorsah，　abgeschlossen　werden？，

　　　Arb　R．，1926，　S．646ff．．

　㈱　Lehmann，　Tarifvertrag　und　Nachwirkung，　Berlin　1927，　Schriften　des

　　　Instituts　fUr　Arbeitsrecht　an　der　Universitat　Leipz董9，　Heft　13．　　　’

　（20　Auerswald，　Nachwirkung　des　Tarifvertrages，　ArbR．，1927，　S．677ff．．

　㈲　Aubele，　Tarifvertrag，’Nachwirkung，　Neue　Arbeitsrecht－Kartothek，　3

　　　Jahrg．　vom　1．12．29，　Abt19．　Arbeitsrecht．

　㈱　Karl　Behrens，　Fernwirkung　der　in　einem　Tarifvertrag　vereinbarten

　　　Arbeitsbedingungen，　Verlag　C．Crosses　Buchdruckerei，　Blekede　1928．

　⑳　Goldschmidt，　Tarifvertrag，　Nachwirkung，　Kartenauskun’ftei　v．23．12．

　　　30，

　㈱．Hawelka，　Nachwirkung　der　Tarifvertrages　und　Tarifrechtsreform，

　　　NZfA．，1931，　S．69ff．．

　⑫9）Paul　Heller，　Die　Rechtsnatur　der　Tarifnormen．　Zugleich　ein　Bei－

　　　trag　zur　Nachwirkungsfrage．，　Halle，　Rechts－u．　staatswiss．　Diss．1931，

　　　　（S．72）．

㈹　以上は前述のようにJahrbuch　des　Arbeitsrechtsによ’ったのであるが，次の

　　　者が脱落しているので追加する　（Lehmann，　Tarifvertrag　und　Nachwirkung，

　　　の中の引用による）

　　　　　Horbat，　Materialblatter　f．　Wil　tschafts－u．　Sozialpolitik，1926，　Heft・IO，

　　　Si7；1927　Heft・1，　S．15／16．

　　　　　Geyer，　Gew　Kfm　G．，1926，　S．220．

　　　　　Tit。e，　in　d・r　。，b。it、，echtl．　B。il。ge　zu　d。n　Mitt・il。ng。n　d。，　V。。eini－．

　　　gung　der　deutschen　Arbeitgeberverbande，1925，　S．36ff．．

　　　　　Groh，　SchlW．，1925，　S．199．－cf．　Gew　Kfm　G．，26，220．

　　　　　Kreller，　Arch．　f．　ziv．・Praxis，125；S10，　Anm．14．

　　　　　Wassermann，　JW．，1927，　S　j　304，　Anm．　A　zu　Nr22．

＼
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　なおこれ以外にも，Klausner，　Die　Nachwirkung　des　Ilormativen　Teils　der

Tarifvertrtige　jn　den　Einzelarbeitsvertragen，　Kaskel’　Hauptfragen　des

Tarifrechts，　1927，　S．　101ff．．

1［　法理論的考察

　法理論的考察をすすめるにあたって先づ諸学説の理解を容易ならしめるた

め，従来学説の整理（分類）は如何になされていたか。如何なる観点からなさ

れていたかを検討しなければならない。しかるときには従来一般に行われて

きた学説の分類法即ち余後効の認・否による秀類法によって考察をすすめるこ

とは一考を要するものといいえよう。けだしそれは十分に学説の理論的検討に

耐えうるものとは解しえないし，ややもすると諸学説の理解に混乱をさえ生じ

がちであるから。

　1　余後効の認・否による学説の分類

　従来一般に行われてきた余後効理論に関する学説の分類は，それが余後効に

対してとる態度，即ち余後効を認めるか否か，また認めるとすればその程度な

いし範囲如何を基準としてなされてきた。

　かかる分類に従えば独余後効論は次のように区分されうるω。

　A　肯定説

　　a　無制限的余後効論（この中に特に，無制限的・制限不可能的余後効論

　　　と呼ばれる見解が存している。）

　　b　制限的余後効論

　B　否定説一余後効否定論

　第1説　無制限的余後効論（unbeschrankte　Nachwirkungstheorie）

　これは新労働協約が締結された場合でも，旧労働協約の余後効は原則として

存続し，新労働協約の規範が旧労働協約のそれよりも労働者に有利な場合にの

み旧労働協約の規範は新労働協約の規範によって代わられる，とする説であっ

て，この見解に立つ者としてHerschel（2），　Potthoff（3），　Pick・Weigert（4｝，

Gerstel（5）がある（6＞。
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　この無制限的余後効論に立つ者の中でも，労働協約の余後効は立法者によっ

て労働協約に強行的に付与された特性（Eigenschaft）であって，労働協約当

事者にはそれを明示の規定によって排除することは許されていないとする者が

ある。　この見解は無制限的・制限不可能的余後効論（unbeschrankte　und

unbeschrankbare　Nachwirkungstheorie）と呼ばれている見解である。こ

の見解を抱く者としてHorbat（7），　Samter（8），　Potthoff（9）が指摘されてい

るee）。

　第2説　制限的余後効論（beschrankte　Nachwirkungstheorie）

　これは新労働協約が締結された場合には，新労働協約の規範が旧労働協約の

規範よりも労働者に有利であると否とを問わず，旧労働協約の余後効は消滅す

る，となす説であって，この説に属する学者として，Kaskel（11），　Erdel　de）初

期のNipPerdey㈹，　Hueck㈹，　Geyer⑯，　N6rpel⑯，　Jacobi　an等がある⑯。

　第3説　余後効否定論（Nichtnachwirkungstheorie）

　その根拠の如何を問わず余後効を全面的に否定する見解であって，これに属

する者として，Erdmann㈲，　Vanselow㈲，　Nikisch㈲，　Hardt働，　Oert－

mann㈲，　G6ppert　oo，　Titze㈲，　Grieger　oo，　Groh　e7），　Kreller㈱，　Wass－

ermann働，　NipPerdey暁Lehmann（31＞等がある。

　（1）Lehmann，　Tarifvertrag　und　Nachwirkung，　1927，　S．8ff．；Hawelka，

　Nachwirkung　des　Tarifvertrages　und　Tarifrechtsreform，　NZfA．，1931，

　　S．69．

　（2）　Hersche1，　NZfA．，1924，　S．339ff，；1926，　S．667ff．．

　（3）　Potthoff，　ArbR．，1924　S．687ff．；1925，　S．703ff．；1926，　S．317ff，；19

　27，S．58ff．；1927；S．701ff．；Materialblatter　f．　Wirtschafts－u．　Sozial－

　politik，1927，　Heft　1，　S．14；Recht　u．　Rechtspraxis，　Nr．12．

（4）Pick－Weigert，　Die　Praxis　des　Arbeitsrechtes，1925，　S．87．

（5）Gerstel，　JW．，1925，　S．1836．

　（6）Lehmann，　a　a　O．，　S．8・9．

　（7）Vorbat，　Materialblatter　f．　Wirtschafts－・u．　Sozialpolitik，1926，　Heft

　　10，S。7；1927，　Heft　1，　S　．15／16．

　（8）Samter，　Recht　und　Rechtspraxis，　Beil．　zur　Deutsch．　Techniker－Ztg．，

　Nr．10．（bei　Potthoff，　ArbR．1927，　S。58）
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（91P。tth。ff，　M。t。，i。lblatter・f．　Wi・tsch・fts－u．　S・・i・1P・litik，1927・H・ft　1・

　　S，14；Recht　u．　Rechtspraxis・Nr．12；ArbR・・　1927・S・58ff・；1927・

　　S・701ff．．

ω　Lehmann，　a　a　O．，　S．9参照

ω　Kaskel，　NzfA．，1924，　S．129ff．；Arbeitsrecht，2Aufl・・S二18・Anm・

5・3A・fL，　S．54ff・・JW・・1927・IS・3・4；1927那S・1528°9；192711

　　S．1533．

㈹E，d。】，　S。hlW．，192・，　S．37ff．，117ff．，162ff．・1926，　S．1・6ff，・・　G・w・・b・

－

u．K・ufmanp・g・・i・ht，　J・h・g．29　Sp．134ff・・J・h・g・3・・Sp・3°4・455ff・・

J。h，g．31，　S　p．222ff．，493ff，；M・t・・i・lblatte・1927・J・nuar－　H・ft　S・11ff・；

　　KartenaUskunftei　d．　ArbR．，　Heft　193　v．1．12，1925；ArbR・・1928・S・

　　335ff．，

⑬　NipPerdey，　Beitr話ge　zum　Tarifrecht，1923・S．91・132・167・

（i4）Hueck，　Tarifrecht，1922，　S．50；NZfAり　1926・S。151・

⑮　Geyer，　Gewerbe－u．　Kaufmannsgericht，26　Jahrg・・Sp・220・

（16）N6rpel，　S　chlW．，1926，　S．8ff・・

㈹Jacobi，Grundlehren　des　Arbeitsrechts，1927；JW・1927・S．265・Anrr1・16・

（18）Lehmann，　a　a　O．，　S，9．10参照。なおSinzheimerもこの説に属する。

　　Sinzheimer，1　GrundzU’ge　des　Arbeitsrechts，1927・S．261f・・

⑲E，dm。nn，　Di・Recht・1・g・n・・h　Ablauf　d・・T・・if…t・ag…1925；G・w

　　Kfm　G．，31，1926，　S．219ff．；Kaskel，　Hauptfragen　des　Tarifrechts・1927・

　　S．98ff．．

⑳　Vanselow，　NZfA．，1924，　S．339ff．；1926，　S．11ff・・

⑫1）　Nikisch，　NZfA．，1925，　S．65ff．・・

働　Hardt，　NZfA．，1925，　S．77ff・・

㈱　Oertmann・SchlW・・1924・S・1．81・．

（24）G6PPert，　Arbeitgeber，1925，　S．259；Sh1W・・1925・S・99・

㈱Tit，e，、in　d・・arb・itsrechtl．　B・i1・g・・u　d・n　Mitt・ilung・n　d・・V・・einig・n

　　der　deutschen　Arbeitgeberverbande，　1925，　S．　36ff・・

㈱　Grieger，　Bl．　f．　ArbR．，1925，　Nr．4．

⑳Groh，　S　chlW．，1925，　S．199．

㈱　Kreller，　Arch．　f．　ziv．　Praxis，125，　S．10，　Anm・14・

㈲Wassermann，　JW．，1927，　S．304，　Anm．　A　zu　Nr・22・

、30）NipP・，d・y，　NZfA．，’1925，　S．723ff．；1927，　S．701ff・・；L・h・bu，ch、　d・＄

　　　Arbeitsrechts，1930，　ll，　S．203ff．，

　（31）Lehmann，　a　a　O．，
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　　2　批　　判

　　しかしながらかかる学説の分類をもってしては端的に論者の余後効に対して

　とる態度は判明するけれども，到底余後効論の本質の理解は到達されえない。

　というのは，かかる分類は結果論的分類とでもいいうるところの余後効を認め

　るか否か，認めるとすればその程度ないし範囲如何を問うことによってなされ

　た分類であって，各論者の有する労働協約の効力の法的性質に対する見解，ひ

　いては労働協約それ自体の法的性質に対する見解の差異を顧慮してなされた分

　類ではなく・ややもすると理論的考察をすすめるにあたって諸学説の理解に混

　乱を生じがちであるからである。

　　一例をあげれば・Kaske1とErdmannはかかる分類においては，各々，

　制限的余後効論，余後効否定論の論者に属せしめられているが，両者は労働協

　約規範が直接個々の労働契約の構成部分となると見る点においては異るもので

　はなく，ただ当事者の意思解釈において対立せる結論に到達しているにすぎな

　いのであるが（1）sこれに反しErdmannとLehmannはこの分類では共に余後

効否定論の論者とされているがしかし両者は既に根本的に労働協約規範の効力

　に対する見解において異って了っており，前者の見解に対立して後者は労働協

約規範は個々の労働契約の構成部分となることはないとしているのである（2）。

従って，余後効論の本質の理解のためには必然的にその根源である労働協約の

効力の法的性質に対する各論者の見解を明らかにすることが要請せられること

、となる（3｝。それ故，労働協約の効力の法的性質に関する各論者の見解の差異を

考慮しつつ，それとの関連において，終局的に各論者が労働協約の余後効に対

してとる態度の決定は如何なる論理構造を有するかについて考察をすすめてみ

　たい。

（1）Kaske1，　Arbeitsrecht，3Aufl．1928，　S，54ff．；Erdmann，Die　Nachwir＿

　kung　des　Tarifvertrages，　in　Kaskel，　Hauptfragen　des　Tarifrechts，　S．

　99ff．．

（2）Lehmann，　a　a　O．，　S．20ff．．

（3）このことに関連してPotthoffは既に次のように述べている。

　　「（L・hmannによって）我々（P・tth・ff，　K・・k・1，　E・dman・）は3種の理論
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（無制限的余後効論，制限的余後効論，余後効否定論）の代表者として主張されてい

る。私の考えるところではそれはあまり正当ではない。とい鯉）lg，．孝畢｝さ傘後効の

評価に一一それには我々は一致している一一ではなく，単に当事者の意思解釈にのみ

存するのであるから。」（傍点筆者）と述べ，更にまた「人々が我々を無制限的余後効

論，制限的余後効論，余後効否定論の主要な代表者として主張する場合には・本来の

法問題を隠蔽して了っている」とさえいっている。　（Potthoff，　Tarifvertrag　und

Nachwirkung，　Arb　R．，1927，　S．702・703．）

　3　労働協約の効力の法的性質に関する各論者の見解の差異に基づく学説の

　　　分類

　A　総　　説

　以上考察したように労働協約の余後効に関する理論の本質を理解するために

は，余後効の認・否による学説の分類をもってすることは，必ずしも適当であ

るとはいいがたいことは明らかである。しかるとき，余後効に関する理論の本

質を理解するために，その源泉をなしていると考えうる労働協約の効力の法的

性質に関する各論者の見解の差異に着目し，それを顧慮しつつ・それとの関連

において，各論者の余後効に対してとる態度の論理的な構造を分析し・明らか

にすることによって考察をすすめることが要請せられてくるのではなかろう

か。

　さて，労働協約の効力（規範的効力）の法的性質に関する各論者の見解の差

異に着目するとき，次の3つの立場が，大約区別されうるω。

　第1説は，労働協約の規範的効力は個々の労働契約の構成部分として個々の

労働契約に入り込む（または入り込んだと同様に取り扱われるべき）性質を有

すると解する立場であり，

　第2説は，労働協約の規範的効力は外部的に個々の労働契約を規制する性質

を有するものであって，個々の労働契約の内部に入り込む性質を有するもので

なく，且つその消滅後は個々の労働契約に空白ないし欠敏を生ずる性質を有す

るものであると解する立場であり，

　第3説は，労働協約の規範的効力は外部的に個々の労働契約を規制する性質

を有するものであって，個々の労働契約の構成部分として個々の労働契約の内
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部に入り込む性質を有するものではなく一この点では第2説と同じ一，且

つ，労働協約の規範的効力によって個々の労働契約の異なる合意が排除されて

いた場合にはその消滅後労働契約に空白ないし欠敏を生ずるようなことはな

く，労働契約の排除されていた合意が復活する性質を有するものであると解す

る立場である。

　これら3説の見解の差異は，要するに労働協約の規範的効力といわれている

もののうち，（1）所謂直接的ないし自動的効力（unmittelbare　und　auto－

nome　Wirkung）についての見解の差異，並びに，　（fi　）所謂強制的効力

（zwingende　Wirkung）についての見解の差異より生じたものである。即

ち直接的ないし自動的効力について，第1説はこの効力は個々の労働契約の構

成部分（Bestandtei1）として個々の労働契約に入り込む性質（擬制の意を含

めて）を有すると解するのに対し，第2説，第3説は一致してそのような見解

を否定し，この効力は外部から個々の労働契約を規制する性質を有すると解す

るのである。

　しかし強制的効力については，第2説と第3説は見解を一にしていない。強

制的効力といわれるものは，個々の労働契約中の労働協約の規制と異なる合意

を無効とする性質（労働協約の規範的効力のうちの一一性質）を指していわれる

のであるが，「異なる合意を無効とする」という場合の「無効」という語に協

約令第1条が「unwirksam」の語を用いているため，　ここで用いられている

「unwirksam」は絶対的無効「nichtig」を意味するのか，相対的無効「狭義

のunwirksam」を意味するのかが学説で争われたのである。即ち第3説はこ

れを後者，相対的無効に解し，個々の労働契約中の労働協約の規制と異なる合意

は労働協約の規制の存する限りでのみ無効であるがそれの消滅後それが実施さ

れるのを拒絶する理宙がないとしてその限りで空白ないし欠敏が個々の労働契．

約に生ずることはないと解するのに対し，第2説は（第1説もであるが），こ

れを前者，絶対的無効に解し，労働協約の強制的効力によって一旦無効とされ

た個々の労働契約中の異なる合意は，その消滅後に復活することは有りえない

として，その限りで空白ないし欠敏が個々の労働契約に生ずることを認めるの
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である（2）（3）。

　第1説は強制的効力の性質について絶対的無効の見解をとるのであるが，し

かし直接的ないし自動的効力の性質について個々の労働契約に入り込みその内

容となる，という見解をとるため，原則としてその消滅後個々の労働契約に空白

ないし欠敏を生ずることはなく，その限りで強制的効力についての見解の差異

は余り問題とならない。しかし黙示の当事者意思の解釈によって労働協約の消

滅と同時に個々の労働契約における当該規定も消滅すると解する（Erdmann）

立場においては問題にされうる余地がある（即ち理論的には直接的効力の性質

については第1説の立場に立ちつつ，強制的効力の性質については第3説の立

場に立つ第4の見解が可能である）が，この立場で強制的効力について相対的

無効説をとる例はいまだ見出しえない。　（Erdmannについては十分明確な争

ぎるも，絶対的無効説に立つと解する。）

　なお，自明的なことではあるが，余後効の問題においては，直接的効力の性

質が1次的に問題なのであり，強制的効力の性質はその意味で2次的意義しか

有さない。従って学説の区分も第1説と他の第2・第3説との間の区分が最も

注意すべきである。

　更にここで空白ないし欠敏が生ずると述べるときは，論理的構造の意味にお

いてであって時間的にその補完が密接しているときも，即ち他の規制による補

完が直ちに行われる場合や又同じ内容でも根拠を異にして妥当する場合には空

白ないし欠敏が生ずると解している点，誤解を避けるたφにも補足しておくべ

きであろう。
●

（1）我国において既に孫田博士は余後効に関するドイツの学説を協約規範の性質に関す

　る論者の見解の差異に着目して，

　　（1）単純なる強行法（zwingendes　Recht）説

　　（2）強行的補充法（zwingend　erganzendes　Recht）説

　　（3）変更的補充法（abtinderndar　erg甑zendes　Recht）説

　の3種に分類して紹介しておられる。（孫田秀春「協約のいわゆる余後の効力につい

　て」現代労働法の諸問題，所収）

　　ここで述べた第1説が変更的補充法説，第2説が単純なる強行法説，第3説が強行
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　的補充法説にほぼ当るように解せられうるが，博士の説明が簡単でかかる用語の歴史

　的沿革やその内包が十分明確でないので本稿で借用するのを断念した。

（2）Nikisch，　NzfA．，1925，　s．77参照。

（3）　ドイツ民法の解釈においては原則としてnichtigは絶対的無効の場合に即ち行為

　としての成立もなく，また従って効力もなくて追認を許さない場合に使用されるもの

　とされ，　（例えば独民法第105条等），unwirksamは法律行為として成立はあるが

効力なき場合，従って追認によって効力を生ずる場合に使用されるものとされてい

　る。（例えば独民法第108条）。しかし現行法では十分用語の統一がなされていず

　unwirksamをnichtigの意味に使用している例がある（例えば独民法第388条，92

　5条）と。　（三瀦信三「独逸法律類語異同弁」13頁以下）。

　　しかしここで問題になっているunwirksamとnichtigの差異については追認は

　問題になる余地がないので民法の用語の意味とは少し異るようである。

　B　詳　　説

（a）第1説

　この説は既述の如く，労働協約の規範的効力は個々の労働契約の構成部分と

して個々の労働契約に入り込む（または入り込んだと同様に取り扱われるべき

）性質を有すると解する立場である。この説はドイツの通説ともいいうるので

あって，多数の論者がこの見解をとっている。即ちKaske1（1），　Hueck（・〉，

Erde1（3），　Sinzheimer（4），　N6rpel（5｝，　Jacobi㈲，　Grunberg（7），　Pr6bsting（8），

van　de　Sandt（9），　Potthoff　a°），　Pick－Weigert（ll），初期のNipPerdey㈱，

Erdmann　a・9）等がこの見解に立つ。

　以下においてこれらの者の中より次の代表的論者に，この立場に立ちつつ余

後効に対して如何なる結論を得ているかをきいてみたいと思う。

　　（1）Kaske1　（2）Hueck　（3）Potthoff　（4）Erdmann

　（1）　Kaske1，　Arbeitsrecht，・4Aufl．，　S．99．

　（2）Hueck，　NZfA．，1926，　S．152；Tarifrecht，1922，　S．50．

　（3）Erde1，　ArbR．，1925，　S．404．

　（4）Sinzheimer，　GrundzUge　des　Arbeitsrechts，　S．257，260．

　（5）N6rpel，　ArbR．，1925，　S．451．

　（6）Jacobi，　Grundlehren　des　Arbeitsrechts，　S．221，239．

　（7）GrUnberg，　ArbR．，1924，　S．267，268．
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（8）Pr6bsting，　ArbR．，1925，　S．814．

（9）van　de　Sandt，　JW．，1921，　S．322，323．

（10）Potthoff，　ArbR．，1924，　S．687．

（11）Pick－Weigert，　Die　Praxis　des　Arbeitsrechts，　S．87．

⑫）Nipperdey，　Beitrage　zum　Tarifrecht，　S．1．

㈹　Erdmanm，　KaskeP　Hauptfragen　des　Tarifrechts，　S．99．

（1）　Kaskel

（463）　－　83　一

　Kaskkelは協約規範の直接的ないし自動的効力（Die　unmittelbare　oder

automatische　Wirkung）の本質を次のように述べる。即ち

　「Sie（Die　unmittelbare　oder’antomatische　Wirkung）……besteht

darin，　da6　der　tarifliche　Inhalt　ohne　weiteres　in　die　Einzelarbeits－

vertrtige　als　deren　Bestandteil　eingehen，　also　auch　bei　Nichtigkeit

einzelarebeitreraglicher　Abmachungen，　die　die　Rechtslage　des　Arb－

eitnehmers　verschlechtern　wUrden，　den　gUltigen　Inhalt　des　Einzel－

arbeitsvertrags　bildet．（1）」

　而して労働協約の規制と異なる個々の労働契約の当事者の合意は協約規範の

強制的効力（Die　zwingende　Wirkung）により無効とな・るとし，この無効

（Unwirksamkeit）は真正の無効（echte　Nichtigkeit）以外のことを意味し

はしないとする（2x％

　而してかかる立場に立つことを明らかにしつつ余後効が生じうべき場合を次

のように分ける（‘）。

　1　個々の労働契約当事者の一方に対する労働協約の拘束性が消滅する場合

　2　新労働協約によって代わられることなく労働協約が終了する場合

　3　労働協約が終了後，新労働協約によって代わられる場合　これは更に

　　イ　新労働－協約が旧労働協約の規制していなかった対象を規制する場合

　　ロ　新労働協約が旧労働協約の規制していた対象を規制しない場合　　＼

　　／・新労働協約が旧労働協約の規制していた対象を異って規制する場合

　　　α　新労働協約が被傭者に有利に規制する場合

　　　β　新労働協約が被傭者に不利に規制する場合
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　上の各々の場合について次のように論ずる。

　1　個々の労働契約当事者の一方に対する労働協約の拘束性が消滅する場合

　この場合には個々の労働契約は，それが解約告知されたり，新労働契約によ

って代わられない限り，そのまま従来の内容をもって，引きつづき妥当する。

　2　新労働協約によって代わられることなく労働協約が終了する場合

　この場合においても次の理由で肯定する。

（a）個々の労働契約当事者の義務は一個々の労働契約の内容が労働協約に適

合している限りでまた一一労働協約に依拠しないで単に個々の労働契約に依拠

している。しかも個々の契約はそれが解約告知されたり，新契約によって代わ

られない限り，それが契約締結の際保持していた内容をもって引きつづき妥当

するとの原則は労働契約にも妥当し，従って労働契約は，それが解約告知され

たり，他の内容をもつ契約によって代わられない限り，従来の内容をもって同様

に引きつづき妥当する。労働契約が当時如何なる根拠に基づいてその内容を保

持したか，従って何故に当事者はその契約を当時そのように一一他のようにで

なく一締結したかは，その契約が解約告知されないで引きつづき妥当する限

り，常に法におけると同様に単なる動機（blo6es　Motiv）の問題であって法的

意義を有しな1い。この一般的法律行為の原則はその証明をまさに協約規範と労

働契約との関係に見出すと同時に次のことにも見出す。即ち協約規範は客観的

法規範を形成し，客観的法規範の変更はその有効期間中に成立せる法律関係に

何らの影響を及ぼさない，ということにも見出す。

（b）従って異なる見解（5）は，個々の契約の内容は労働協約の有効期間中のみ協

約に適合するように形成されるべきであり，労働協約の期間満了後はそれに反

し一般に規制さるべきでないとする生じうべき異なれる（労働協約の，個々の

契約の）当事者意思によって（余後効の否定を）基礎づけえている。しかし私

（Kaskel）の考えるところではかかる当事者意思を認めるために必要な何ら

かの支持点がそれに欠けている。個々の契約の当事者は通常全く基準となる労

働協約の有効期間をしらない。従って彼等は如何なる時点から彼等の契約から

広汎な内容を失わさせられるかを知らないで，契約に定められた期間中労働並
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びに賃金を給付する双方的債務を伴った労働契約を締結している。更にまさに，

労働契約が当事者意思により，第三者の適当な判断によってはじめて規定せら

れる双方の知らない義務を伴って締結されているということは，まさに労働契

約においては通常，恐らく多くの人々が前以って確保しようとしているdie

ganze　Lebensstellung，就中被傭者のそれが問題であるので，一層確からしく

ない。また有給休暇の権利のように或一定期間の経過後はじめて認められる権

利がその一定期聞の経過前に労働協約が終了したため，その後，期限が到来し

ても生じないとすることは被傭者の意思に合致しない。

（c）しかし就中，契約上の労働義務が継続している場合に全ての契約内容が消

滅するということの実践的な困難さは殆んど克服しえないであろう。自らこの

契約の内容を新たに構成せねばならない裁判官は，このことを全ての個別的被

傭者に対して特殊的・異種的に行ないえないで，反対にこの契約の内容を同種

の被傭者の全労働関係に対して統一的に確定せねばならない。従って実際は新

たに適当な個々の労働契約を形成せねばならないのではなくて，新たに適当な

労働協約を形成せねばならないのである。従って調停官　（Schlichter）とな

らねばならない。そして更に調停判決は調停の全ての原則と対立して常に直ち

に拘東力を有すべきであろう。しかしそれ故，特に従来の協約が恐らくRei－

chstarifとして広汎な領域を規制していた場合には，かかる労働協約の内

容に関して異なる裁判所の異なる結論をもった拘東力ある判決の危険が同時に

存在するであろう。最後にまた，協約の規制が関与者に対して妥当していたの

か，第三者に対して妥当していたのかを区別せねばならないであろう。という

のは後者の場合においては，協約の規制は単に労働協約の終了によって何ら影

響をうけない自由意思の合致に基づくのであろうから。しかしかかる区別は実

践的に有意義な成果はもたらさない。従って実践的には，従来の労働協約を「

適当な規制」（angemessen　Regelung）として再び採用し，そしてかかる迂

路をたどって実際は余後効を肯定すること以外は恐らく裁判所ではなされない

であろう。

　3　労働協約が終了後，新労働協約によって代わられる場合

1

■
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　この場合には現行の個々の労働契約の今後の内容と関連して，新労働協約が

従来の労働協約と同様に，同じ問題を規制しているか否かによって区別され

る。

　　イ　新労働協約が旧労働協約の規制していなかった問題（対象）を規制す

　　　る場合

　この場合には余後効は聞題にならず，その限りで新労働協約は現行の個々の

労働契約に対して妥当する。

　　ロ　新労働協約が旧労働協約の規制していた問題（対象）を規制しない場

　　　合

　この場合にはその限りで現行の個々の労働契約はそれが解約告知されるか他

のもめによって代わられる迄は，余後効の原理に従って旧労働協約からのその

従来の内容を保持する。

　　ハ　新労働協約が旧労働協約の規制していた問題（対象）を異って規制す

　　　る場合

　この場合には新労働協約の発効によって，現行の個々の労働契約は新労働協

約に適合する内容をうけとる。従ってこの場合には従来の労働協約の余後効は

存在しない。

　このことは直ちに不可変性の原理から，

　α　新労働協約が旧労働協約よりも被傭者に有利な限り生じるが，しかし

　β　そうでない場合，即ち新労働協約が旧労働協約よりも被傭者に不利な場

　　合でも妥当する。

　というのはその労働関係が団体構成員たる資格の故に労働協約の下にある個

々の労働契約の当事者は，その個々の労働契約を単に，その（締結の）ときに

存在する労働協約にのみ服させようとしていないで，そのときどきに存在する

労働協約に服させようとしており，（die　Parteien　eines　Eillzelarbeitsver－

trages……wollen　ihren　Einzelarbeitsvertrag　nicht　nur　dem　gerade　zur

Zeit　bestehellden，　sondern　dem　jeweils　bestehenden　Tarifvertrag

unterwerfen，）従って団体の構成員としてその労働関係を，その団体がその
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ときどきに規定するように，絶えず形成してきたからである。それ故人々が当

事者に，労働協約の変更なき場合に労働関係を何らの規制をうけることもなく

存続させようとする意思を推定しえない場合には，他方人々は次のことを承

認せねばならない。即ち当事者はかかる規制を元来その属する団体から受けと

ったので，かかる規制のその団体から生じた変更をも受けとろうと思ってい

るということを。

　以上がKaskelの見解であるが，　この見解は労働協約の余後効を原則とし

て肯定するけれども，新労働協約が締結されて，新労働協約が旧労働協約の規

定していた問題を規定する場合には，何れが被傭者に有利であるかを問わず旧

労働協約の余後効は消滅すると説くため一被傭者に有利な旧労働協約の規定

の余後効はそれを排除する明文の規定がない限り認めらるべきとする見解と対

立させられて一制限的余後効論（beschankte　Nachwirkungstheorie）と

一般に呼ばれている。

　このKaskelの見解に対して主として次の3点において批判が加えられて

いる。

　1　労働協約規範の効力を，個々の労働契約に入り込みその内容となる性質

を有すると解する点。

　反対説6｝は次のように主張する。即ち個々の労働契約の内容となりうるもの

は当事者の合意したもののみであり，個々の労働契約の当事者が労働協約の規

定と異なる合意をした場合には明らかに労働協約の規定は合意されていないの

であって，　この場合には労働協約の規定は個々の労働契約の内容となりえな

い。それを強いて認めればそれは擬制にしかすぎないω。従ってそれよりもむし

ろ卒直に協約規範は外部から個々の契約関係を規制すると解すべきであると。

　2　労働協約の規定がその規範的効力により個々の労働契約に入り込んでき

の内容となるという場合，それが労働協約の存続にかかわらしめられていない

点。

　この点は特にErdmannが問題にしている。

　3　被傭者に有利・不利を問わず新労働協約が旧労働協約の規制していた対
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象を規制する場合に余後効を認めない点。

　この点は所謂無制限的余後効論の論者によって批判されている。（Potthoff

の項参照。）

（1）Kaskel，　Arbeitsrecht，1932，4Aufl．，　S．99．

（2）　Kaskel，　a．　a．0．，　S．96．

（3）強制的効力と直接的・自動的効力とは労働協約規範の不可変性（Unabdingbar－

　keit）といわれているものの2つの側面である。　Kaskel，　a．　a．0．，　S．95参照。

（4）　Kaskel，　Arbeitsrecht，1928，3Aufl．，　S．54ff．．

（5）Kaskel，はここで主としてErdmannの見解を問題としている。

（6）前述の労働協約の規範的効力の性質に関する第2説及び第3説の立場からなされる

　批判である。　（当該項を参照）。

（7）Hueckはこれを肯定しつつ且つかかる擬制は立法者がこれをなしえないといった

　種類のものではないとして反論する。　（次項参照）

　　（2）　Hueck

　Hueckは労働協約の規範的効力の本質の分析をKaskelと同じ立場で更に

一歩をすすめる。彼はそれをNZfA誌1926年151頁以下の論文「勇働協約の

余後効」　（Nachwirkung　der　Tarifvertrage）において明らかにする（1）。

　彼のこの論文はVanselowが同誌同年1月号で発表した余後効否定論（2）に

対する反論として書かれたもので，その主張は次のようである（3）。

　Vanselowの余後効否定の主要な根拠は大抵の余後効論の反対者と同じく

次の点にある。即ち協約規範は法規範であること，従って協約規範は法規と同

様に取り扱われ，それ故規制さるべき契約の内容とはなりえなくて，いわば単

に外から，まさに法規範としてのその特質により，個々の雇傭者と被傭者との間

の契約関係を規律する，という点にある。その効力（Geltung）は労働協約に

依拠していて労働契約に依拠していない。労働協約の消滅と同時に法規範は失

効し，従ってその個々の労働契約への直接的効力は終了するであろう。

　このことへ次のことが附言される。協約規範が法規範であるとの見解は

Wissenschaftが協約令からひき出した帰結である。協約令の発効前は協約規

範は正当な見解に従えば単に債務法的性質の契約規定であるにすぎなかった。
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協約令がはじめて，支配的一一仮令争われているにしても一見解によれば，

協約規範を法規範となしたのである。しかし周知のように，協約令は決して協

約規範は法規範であるとか，協約規範は法規と同様に取り扱われるべきとかは

いっていないで，それは単に協約規範の直接的，強制的効力即ち不可変性を確

定したにすぎない。その場合，学説（Theorie）がはじめてこのことから協約

規範の法的性質への結論を導き出した。しかしその場合，かかる事情から恐ら

く，人々が協約規範の法的性質に反する結論を引き出そうとする場合には非常

に注意深くあらねばならず，そして少くとも協約令に矛盾しえないということ

が生じる。確かに協約規範はその効力に関しては法規とParalleleにある。しか

しそのことをもって，協約規範は個々の点において常に法規と同じ効力を有し

ていなければならないということは決していわれえない。そうではなくて，第

1に協約令がこの効力を規定する。そして協約令がその他の法規範の効力が一

般に規制されているのとは異なるように協約規範の効力を規制する場合には明

らかにそのことが基準とならなければならない。

　しかし協約令は明らかに次のように規定している。即ち，労働契約の当事者

が異なる規定をなす場合には協約の規定がかかる合意に代わると。しかしこの

ことは通常強行的法規（zwingende　Gesetzesbestimmung）において現われ

る効力とは異なる効力である。強行的法規の異なる合意に対する効力は，ここ

で問題となる債務法においては，一般に単に，異なる合意は無効であること，

そしてそれ故疑しき場合には全契約が（独）民法第139条により同時に無効と

なることである。協約規定においては事情は異っている。労働契約における異

なる合意は単に無効であるべきのみでなく，その代わりに労働協約のpositive

Bestimmungが妥当すべきである。法律はこのことを，協約規範は無効なる

合意に代わる（die　Tarifnormen　an　die　Ste11e　der　unwirksamen　Ver－

einbarungen　tretten　sollen．）という態様で表現している。　このことは確

かに協約規範は労働契約の実際の内容（wirklch　Inhalt）となるということ

を意味していない。労働契約の当事者が異なる労働条件を合意した場合には，ま

さに労働協約の労働条件は合意されていないのである。そのことを立法者は少
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しも変更しえない。しかし恐らく立法者は法的効力が恰も労働契約の当事者が

労働協約の労働条件を合意したかのようにあるべき旨を規定することはでき

る。このことは擬制（Fiktion）である。しかしかかる擬制は法律家のテクニー

クでよく用いられる手段である。少くとも立法者はかかる種類の規制をなしう

るということは争われえない。しかも私（Hueck）の考えるところでは協約令

第1条第1項第3段の文言は立法者がかかる規制を実際になそうとしたことを

明瞭に表明している。このことへ，歴史的な発展や実際の事情もまたかかる解

釈を語つているということが附言される。協約令以前には協約規範は個々の労

働契約への効力を，協約規範が個々の労働契約に採用され，その構成部分とな

った場合にのみ及ぼしえた。協約令がかかる採用を一一一正確にはかかる採用の

効力を一強制するということを認めることは尤もではなかろうか。そして

juristiche　Konstruktionから全くはなれて，従って協約令の制定前も後も，

雇傭者及び被傭者の圏内での一般的見解は恐らく労働協約が締結されるや否や

関与せる雇傭者及び被傭者は少くとも今後労働契約を労働協約の条件でのみ締

結することを道徳的に義務づけられているということにあったし，そして（今

も）ある。通常この義務が履行されるか否かの問題は全くありえない。労働協

約に適合せる労働契約が締結されるということはまさに自明的であるが故に，

労働条件について何もいわれないか，或は明示的に労働協約の条件で締結され

るかの何れかである。しかしその場合労働契約は協約に適合せる内容を当事者

意思に基づき保有している。労働協約の規定はかかる労働契約に，法規範とし

てその不可変性の故にのみ効力を及ぼしているのではなくて，合意によって

も，即ち当事者意思によっても効力を及ぼしているのである。それは労働協約

が一恐らく書面性を欠くため一不可変性をもたない場合にも妥当するであ

ろう。そしてそれはそれ故にまた，それが労働契約における当事者の合意を同時

に無効としない限り，即ら労働契約が破棄されるか変更されるかしない限りそ

れは法規範として無効となる場合にも引きつづき効力を及ぼす。通常労働契約

を労働協約に適合するように形成する義務が履行される場含がそうである。規

範に違反する労働契約の締結は例外であり，上述の義務の侵害である。当事者
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はそれを免れるべきではなく，従って合意の無効（Nichtigkeit）が生じる。

しかし更に被傭者は保護されるべきであるので，全労働契約が無効となるべき

ではなく，被傭者は恰も上述の労働契約を労働協約に適合するように形成する

道徳的義務が履行されたかのような状態におかるべきである。それ故労働協約

の規定が無効なる合意に代わり，労働契約が労働協約に適合するよう締結され

たことが擬制される。

　労働協約の規定は異なる当事者の合意が存する場合でも労働契約の内容とな

るというかかる擬制は，協約規範に不可変的効力を確保するために絶対に不可

欠のものではないということは認められえよう。なおまた，単に反対の合意の締

結を禁ずるだけでなく，反対の当事者の規定を排除して積極的妥当をすら要求

し，当事者間の法関係を規制する法規範（Rechtsnorm），法規（Gesetzesbesti－

mmung）も存在しないわけではない。しかし協約令が協約規範をかかる種類

の法規範一強行的補充法規範一と等置しようとしているかどうかは問題で

あり，就中協約規範とかかる種類の法規との比較から余後効に反対するものが

一
体導かれるのかどうかは問題である。このことは以下に示されるように直ち

に否定されるべきである。

　人々が特に協約規範を全ての関係において法規と同様に取り扱おうとする場

合ですら，一体法規は通常全く対応せる余後効を有していないのかどうかが検

討される余地がある。Vanselowは賃借人保護法（Mieterschutzgesetz）の例

と関連章しめてこれを否定する。勿論この例は証拠能力はない。賃借人保護法

はその全ての基礎を例外状態のための例外法律によっている。例外状態が排除

され例外規定が失効する場合には旧契約の規定が再び復活する。しかし労働協

約においてはそのようなことはない。労働協約はむしろ通常両当事者がそのと

き適当と思う条件を当分（bis　auf　weiters）確定する。例外状態の例外規定

については全く何も語られえない。　（全く問題にならない。）人々はむしろ普

通，法律の失効の際にはどんな状態であるかを問わねばならないであろう。債

務法の領域では法律は新法律によって代わられることなしに失効するのは比較

的稀である。従って人々はこの最後の場合を比較せねばならない。その場合直
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ちに法規においても余後効が原則である乙とが生じる。旧法の下で成立した法

律関係はまた引きつづき旧法に従う。遡及効は，新法はその発効のときから既

存の法律関係を包含するという比較的弱い意味でのみ例外を形成する。

　人々はその上民法施行法の経過規定一特に第170条一を比較することが

必要である。そしてまた第171条からも反対は導かれえない。それによれば確か

に特定の継続的債権関係に対しては，債権関係はすぐ次の解約告知の期限に解

約告知されない場合にはじめて，民法の新規定が有効となる。従ってここでも

旧法の余後効が妥当する。第171条は新法の関係でのみ第170条の例外をなす。

従ってかかる規定はせいぜい労働協約が他の労働協約によって代わられる場合

に比較されえ，ここで第1に問題となっている労働協約なき場合には比較され

ない。

　施行法に述べられた規制の根拠は恐らく次のようなことであろう。両当事者

が旧法の下で契約を締結した場合，旧法によって生じる法的効果（Rechtsfol－

gen）の発生は当事者の表見的意思に合致している。少くとも当事者は法的効

果についての一一つの表象を一般に形成した限りで，かかる法的効果を期待して

いた。法律はこのことを顧慮する。労働協約においてもまさしくそうである。

当事者が労働協約の有効期間中に労働契約を締結する場合には彼等はまさに一

般にかかる労働協約から生じる法的効果の発生を欲している。従ってこの法的

効果は労働協約が後で失効する場合でも当事者が反対のことを合意しない限

り，当事者の意思により生じねばならない。当事者が確かに労働協約違反の労

働契約を締結する場合には，かかる意思は存在しない。しかしそのときには彼

等は規範に違反しており，従って一このことは協約令第1条第1項第3段の

意味である一異なる意思は問題にならない。最後に，労働契約がすでに労働

協約の発効前に存在していた場合には労働契約の当事者は上述の意思を始源的

に労働契約締結の際にも確かにもっていなかったのであるが，彼等は労働契約

を労働協約の下で存続せしめるということによって彼等は今後労働協約に適合

せる労働契約の妥当に同意していることを表明した。以上のように法規との比

較も又，全く余後効を肯定している。問題の規範が労働協約にではなく法律に
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包含されている場合でも法律の廃止の際には廃止法で何か他のことが規定され

ていない限り，同時に余後効が生じうるであろうということが直ちにいわれう

る。

以上がHueckの主張の中心点である。この彼の主張にKaskelは全面的

な賛同の意を表している（4）。これに対しても矢張り更に第2説第3説の立場か

ら批判が行なわれている。　（後述）。

　（1）HueckはKaskelと同じ立場に立っている（制限的余後効論）のであるが，彼が

　特に詳細に労働協約の規範的効力・不可変性の分析をすすめているのでKaskelの

　論述を補完する意味でここにとりあげた。

　（2）Vanselow，　Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages．，　NZfA．，

　　1926，Heft　1，　S．11ff．．彼の見解は後でとりあげる。

　（3）　Hueck，　a　a　O。，　S．154ff．．

　（4）Hueck，　JW．，1927，1，　S．304，　Anm．22．　B．

　（3）　Potthoff

　PotthoffもKaskelと同じく労働協約の効力の法的性質について，第1説

の立場に立つのであるが，彼はこの立場に立ちつつ余後効に関して特に先に

Kaske1批判の第3点として指摘した新労働協約が旧労働協約の規制していた

対象を規制する場合にそれの被傭者に有利不利を問わず余後効を認めない点に

ついて反対の立場をとり旧労働協約の内容が新労働協約の内容よりも有利な場

合において，旧労働協約の余後効を認めている点（勿論協約令第1条第1項第

2段の条件が充足されている場合にであるが），特色を有している。

　先づ彼が労働協約の効力の法的性質について，第1説の立場に立つことにつ

いては，彼が次のように述べているところから明らかである。

　「労働協約が期間満了せる場合，その規範はそれが入り込んでいた（ein－

gehen）個々の労働契約において引きつづき効力を有する，というのはそれは

契約条件となるかないしは法によって恰もそれが契約の構成部分となるかのよ

うに取り扱われるからであるω」と。

　そして彼は，Kaskelの命題の一つである「新労働協約が従来の労働協約に

よって規制されていた対象を規制しない場合には現行の個々の労働契約は，そ
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れが明示的に解約告知されるか他の内容に新契約によって代えられない限

り，そのまま従来の労働協約の内容をもって引きつづき妥当する」に対して

Vanselowがなした反論（2〕，即ち協約規範によって規定された個々の労働契

約の全ての条件は協約規範と同時に消滅し，労働契約には欠敏が生じるという

反論について，この場合個々の労働契約には何ら欠訣は生ぜず，協約規範がも

はや存在しない限りで個々の労働契約の当事者の合意によってか或は協約規範

によって結局実際に個々の労働契約に設定されていた労働条件が妥当するとな

している（％

　しかしながら彼はKaskelが「新労働協約が旧労働協約の規制していた対象

を規制する場合には，それの有利不利をとわず直ちに，個々の労働契約は新労

働協約の内容を受けとる」と主張するのに対しては批判的であるω。

　そして彼は「個々の労働契約が協約規範に違背することが許されている限り

（1918年12月23日の命令第1条），既存の，新協約規範に違反する個々の合意

は，それが個々の労働契約の当事者によって合意されたか，或は旧労働協約に

より自動的な規範的な効力にもとづき労働契約に挿入されたかを問わず，効力

を有しつづける（％」と主張する。即ち協約令第1条の「協約関与者間の労働

契約は，協約の規定と異なる部分については，これを無効とする。但し協約上

原則として許容されているとき，又は被傭者の利益のために協約所定の労働条

件を変更する場合であって協約上かかる変更を排除する明文の規定のないとき

は，協約の規定と異なる約定も有効とする（6）。」との規定に関連させて，個々

の労働契約が協約規範から違背することが許されている限り（就中被傭者に有

利な個々の合意を排除する明文の規定がない限りω）旧労働協約の余後効（新

労働協約の規定よりも有利な旧協約の規定の余後効）が，同じ対象に新労働協

約の規制が存するにもかかわらず，認められうると主張するのである。

　Potthoffの以上の見解は，既述の如く，余後効の認・否並びにその程度（

範囲）の観点からは，Kaske1，　Hueck等のとる見解との対比において，無制

限的余後効論（unbeschrankte　Nachwirkungstheorie）といわれている。

　しかしPotthoffは更にHorbat（8）と並んで，労働協約の余後効は労働協



労働協約の余後効 （475）　－　95　一

約中の合意によって排除されえない法律上の特性（gesetzliche　Eigenschaft）

であると主張するに到っているく9）。これは，期間満了せる労働協約の個々の労

働契約における余後効に賛意を表する1926年7月2日のReichsgerichtの判

決を契機どして使用者団体が労働協約中に労働協約の余後効を否定する条項を

採用せんとしはじめたことに関連して提出された理論であるがe°），彼は次のよ

うに述べるα％

　「労働協約の余後効は労働協約の一つの法律上の特性である。　労働協約が

期間満了する場合にはその規範はそれが入り込んでいた個々の労働契約にお

いて余後効を有する。というのはそれ（労働協約の規範）は契約条件となる

かないしは法によって恰もそれが契約の構成部分となったかのように取り扱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

われているからである。かかる法律によって表明された効力を労働協約当事者

は何も変更しえない。しかし恐らく労働協約の当事者はeingehenすべき・

従ってnachwirkenすべき条件を任意に形成することはできる。それ故労働

協約の当事者は労働協約の期間満了と同時に前に有効であったのとは異なる労

働条件が有効となると合意しうる。強行法並びに良俗の範囲内では，労働協約

の当事者は完全な自由を有している。場合によってはまた，余後効は生ずべきで

はないとのそれ自体無効な条項は，労働協約の期間満了と共に他の労働条件が

生ずべきであるということについての失敗せる表現でありうる0％」と。

　この見解は一般に，　無制限的・制限不可能的余後効論（unbeschrankte

und　unbeschrankbare　Nachwirkungstheorie）と呼ばれている（既述）。

　しかし第1説の立場に立つ限りで，従ってこの立場が意思主義的傾向が強い

　　　　の
が故にまた，この見解は問題を有するであろう。

（1）”Wenn　der　Tarifvertrag　ablauft，so．wirken　seine　Normen　in　den　einze－

　lnen　Arbeitsvertragen，　in　die　sie　eingegangen　silld，　weiter，　weil　sie

　Vertragsbedingungen　geworden　sind　bzw．　vom　Rechte　so　behandelt

　werden，　als　ob　sie　Vertragsbestandteil　waren　．‘‘Potthoff・ArbR・1927・S・

　704．彼は又ArR．1924，　S．687においては次のように表現している。

　　。Durch　d・n・lt・n　T・・if…t・ag，　dessen　N・・m・n・ut・m・ti・ch　in・ll・ihm

　unterstehenden　Arbeitsvertragen　eingegangen　sind，　haben　diese　Einielver一
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　trage　einen　lnhalt　bekommen，……．‘‘

（2）Vanselow，　NZfA．，1924，　S．332ff．．特に彼は自己の見解を次のように要約し

　ている。

　　，，Ftillt　ein　Tarifvertrag，……………，　ganz　oder　teilweise　weg，　so　gelten

　beztiglich　der　so　entstandenen　LUcken　in　dem　Inhalt　des　Einzelarbeitsver－

　trages　die　allgemeinen　gesetzlichen　Vorschriften，　sofern　der　Einzelver－

　trag　nicht　f廿r　diesen　Fall　Ersatzbestimmungen　vorsieht，……．“（a．　a．0．，

　Sl　335）

（3）Potthoff，　ArbR．，1924，　S．689，690．

（4）同旨Herschel，　NZfA．，1924，　Heft　6，　S．339ff．　Herschelの主張の要旨は

　大体次のようである。　　　　　．

　α．労働関係はその成立終了のみならず内的な形成においても一一般にいわれてい

　るように集団的なものでなく一個別的なものである。協約の規範的規定は，　まず

　第一に労働契約の内容となるのではなく，それの限界（就中最低限）を劃するのであ

　る。個々の労働契約がこの限界に抵触しない限り，個々の労働契約への労働協約の法

　律的効力は無と同様である。個々の労働契約が労働協約の規範的内容と衝突する場合

　には協約規範はより強固な規範として優位し，個々の労働契約の異なる規定を打ち破

　る。いかなる態様でかかる打破が起るかは決して自明的ではないが，個々の労働契約と

　労働協約との衝突は（全体的にせよ部分的にせよ）通常の意味で無効な結果を来すべ

　きではないということを立法者は明示的に規定しているので，労働契約は協約規範を

　その中にkorrektorisch（矯正者的）に採用する場合にのみ引きつづき存続しうる。

　β　かかる立場から余後効の問題をKaskelの分類に従って検討すると，問題とな

　るのは，新労働協約が旧労働協約の規制していた対象を，旧労働協約よりも被傭者に

不利に規制する場合である。新労働協約が旧労働協約よりも被傭者に有利に規制する

場合には問題の解決は強行法規に依存するのに対し，この場合には強行法規に依存し

ていない。Kaskelは黙示的に条件付けられた任意の当事者の協定によって旧労働協

約の個々の労働契約における余後効を否認せんとしている。被傭者に有利な異なる合

意が許されている限りで，　自分（Hersche1）の立場からは，かかる意味での労働協

約の変更は，下限が下げられるということ，従って個々の労働契約の当事者の自由が

拡大されるということのみを意味する。従って新しい不利な労働協約への適応は個々

の当事者の合意にのみ依存せねばならないし，また依存しうべきである。確かにこの当

事者の合意は黙示的に起りうるがしかし，この当事者の合意は常に少くとも黙示的に

存在する（sie　stets　mindestens　stillschweigend　volhanden）と主張するのは行

きすぎである。この当事者の合意が存在するのかどうかは純粋な事実問題である。こ

の事実問題は一般的には答えられないので個々の事情に応じて検討されねばならな

い。そしてそれは仲々困難なことであろう。従って人々はかかる合意の存在を直ちに
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　擬制しえないのである。（このことをKaskelは実際に明確にしなかったが，しかし

　彼の見解は少くとも擬制に近づいている。）と。

（5）　Potthoff，　ArbR．，　S．689．

（6）楢崎二郎・蓼沼謙一訳，ジンツハイマー「労働原理」付参考条文による。331頁。

（7）Herschelは被傭者に有利な個々の合意を排除する明文の規定がない限りに問題を

　限定して論じているが，Potthoffはそれより広く（被傭者に有利不利をいわず）協

　約規範からの違背が許されているときを問題としている（ArbR．，1924，　S，688）。

　しかし法文の「協約上原則として許容されているとき」を後の規定との関連において

　明示の規定を要するものとすれば，余後効の問題は明示の規定があるときは特に問題

　にならないので，矢張りHerschelの限定の範囲内でことを考えれば足りる。

（8）Horbat，　Materialbltitter　f．　Wirtschafts－u．　Sozialpolitik，1626，　Heft　10・

　S．7；aaO．，1927，　Heft　1，　S．15／16．－bei　Lehmann，　Tarifvertrag　und

　Nachwirkung，　S．9．

（9）Potthoff，　Materialblatter　f．　Wirtschafts－u．　Sozialpolitik，1927，　Heft　1・

　S．14。一一一一bei　Lehmann，　a　a　O．，　S．9；ArbR．，1927，　S．58ff・；Recht　u．

　Rechtspraxis，　Nr．12－－bei　ArbR．1927，　S．58；ArbR．1927，　S．701ff・・

（10）　ArbR．，1927，　S．58．

（11）Potthoff，　ArbR．，1927，　S．703f．．

㈱　条件の詳細はPotthoff，　ArbR．，1927，　S．58ff．参照。

（4）　Erdmann

　Erdmannはこの第1説の立場に立ちつつ，実践的に余後効否認の結果に到

達している点特色を有する（1）〈2）。

　彼は先づ協約規範は個々の労働契約の構成部分となるとする説に立つことを

明らかにしつつ（3），彼の基本的態度を表明する。即ち

　「労働法学で従来表明された個々の理論の要約的な論述から出発すれば，こ

のテーマ（労働協約の余後効）で取り扱われる問題を認識するための基礎は個

々の労働契約との関係における労働協約の本質の評価であるにちがいない。

団体理論（Verbandstheorie）及び協約令第1条の基礎づけの下で私は，

Oertmannの見解とは対立して協約規範は協約令第1条により個々の労働契

約の直接の構成部分となるという結論，更に団体理論の問題として協約当事者

の意思は個々の労働関係に対して直接の債務法的効果を有しえないという結
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論，かかる意思の民法上の効果は労働協約を締結せる当事者相互の既存の双務

的債務に限定されているという結論をここで得る（4）。」　（傍点筆者）と。

　かかる基本的立場の下で彼は次のように論じて余後効の問題に関連する（5）。

　上述の立場からは労働協約と個々の労働契約とは峻別される。協約当事者の

意思を通じて現われる労働協約は個々の労働契約と何ら債務法的関係に立つも

のではなく，それはその効力をー協約令第1条の特別の実定法上の規定に基づい

て個々の労働契約に及ぼしている（所謂法律的効力。債務法上の契約的効力で

はない）が，しかしその他の点では民法上個々の労働契約は労働協約から完全

にはなれて独立に存在している。

　従つて労働協約が終了する場合には，個々の労働契約は次の場合にのみその

存在並びに内容に影響をうけるにすぎない。即ち一は個々の労働契約の当事者丁

が明示或は黙示の合意の形式で影響をうけることを欲する旨を表示している場

合であり，二は労働協約ないし労働協約の個々の規定の終了に関する規定が労

働協約の規範的部分における規制の対象である場合である。

　従って上に展開せる原理に従い，労働協約の当事者は労働協約の規範的部分

における合意により一一それは明示の形式で生じえ，個々の労働契約に対して

上述の法律的効力を有する労働協約における個々の労働条件の時間的に明示の

有効期間によって生じうる一一労働協約の期間満了と同時に，労働協約の期間

満了後特に個々の労働契約の解約告知を要せずして，個々の労働契約に移行せ

る労働協約の規定も期間満了せるものとみなす旨を任意に合意しうる。

　それ故問題は単に，労働協約の当事者がかかる合意をなさず，期間の定めな

き労働－協約を締結している場合に生じるにすぎない。

　この場合，上述のテーゼとの関連において団体理論の原理に従えば，解約告

知による労働協約の終了は，労働協約の当事者が，生じうべき労働協約の終了

の際には個々の労働契約に移行せる規定が個々の労働契約の当事者間ではその

法的効力の点で終了せるものとして妥当する旨の解除条件を規範的部分におい

て黙示的に合意したと推定される場合にのみ，個々の労働契約に対して法的意

義を有しうる。
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　かかる黙示的に合意された解除条件が認められるか否かは団体協定　（Koll－

ektivvereinbarung）の本質を吟味することによって明らかとなる。

　団体協定の本質は法史的にも法政策的にも個々の労働契約の内容を，従って

個々の労働契約当事者の意思を，明らかに団体意思への事実的・法的な従属の

下に，従って団体意思のSouveranitatの下におくことにある。　このことは

論理的には団体意思が事実的にも存在する限りでのみ妥当しうる。　それ故，

団体意思を表明せる労働協約が期間満了した場合には，個々の契約意思に優位

する団体意思は終局的に消滅し，もしも誇張や従って不合理な結果へ団体規制

の思想（Gedanke　der　kollektiven　Regelung）が導かれるべきでないなら

ば，個々の労働契約の当事者に対する団体意思の継続せる支配は，この意思が

もはや存在していないので，決して認められうるものではない。

　同様のことは，Nikischの論述（NzfA．，1925，　Sp．66ff．）とは反対に，

協約規範に対立して完全な効力を有する個々の労働契約の当事者の意思につい

て同じ範囲で妥当する。というのはこの種の意思は労働協約が期間満了し，協

約令第1条の意味での法源としての協約規範がそれ故もはや存在しない場合に

初めて，法的に効力を生じうるのであるから。Kaskel（NZfA．，1924，　Sp．

12gff．（6））によって想定された新労働協約に対して直ちに服従せしめられる個

々の労働契約の当事者の黙示の意思は，論理的には新労働協約が旧労働協約に

代わらないのに旧労働協約が消滅する場合にも妥当せねばならない。また個々

の労働契約の当事者はそのSouveranitat，即ち契約の自由を労働協約の有効

期間中だけ放棄しようとしうるので，従ってまた個々の労働契約は，法律的に

契約の自由を排除せる労働協約の期間満了後は個々の労働契約当事者に対する

団体意思の拘束は自動的に終了するとの条件の下で黙示的に締結される。

　従って上述のテーゼは次のような結論，即ち個々の労働契約における労働協

約の余後効の問題の判断は，協約法や民法の実定法の解釈の問題ではなく，個

々の労働契約の当事者や労働協約の当事者の意思解釈の問題であるという結論

へと導く。それ故両種の契約の当事者は原則として任意に，個々の労働契約に

おける当該契約規定或は労働協約の規範的部分における当該規定の採用によ
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り，契約当事者の意思がどこにあるかを明確にすることができる。明示の形式

によるこの種の規定が個々の労働契約にも労働協約にも採用されていない場合

には，通常団体協約の目的及び意義に従って，個乏の労働契約の当事者は黙示

的に民法典第158条第2項に適合せる解除条件の意味での上示した条件の下で

その契約関係に入ったということが，それと同様に協約規範を当該解除条件の

下で協定することは労働協約当事者の自明的な黙示的に前提された意思に合致

するということが認められる。

　以上がErdmannの主張の骨子である。彼の主張は労働協約の規範的部分

はその規範的効力（就中直接的ないし自動的効力）の性質上個々の労働契約に

入り込みその構成部分となると解する点においてはKaskelの見解と異なると

ころはない。しかしKaskelが一般に原則として労働協約の余後効を認め，そ

の上で新労働協約の締結（旧労働協約の規制していた対象の新労働協約による

規制）をもってそれに限界を劃そうとしている点，即ち新労働協約の有利・不

利を問わず，そのときどきに妥当している労働協約に服するとの黙示の合意を

個々の労働契約の当事者の意思と推定し，新労働協約が締結されれば旧労働協

約の余後効は認められないとする点において特色を有するのに対し，Erdma－

nnは労働協約の規定はそれが締結されるときすでに原則として当該労働協約

が有効なる限りという解除条件を労働協約当事者によって附与されているので

ありまた，個々の労働契約当事者も労働協約一一団体意思一一一一一一の支配の下に入

るときすでに労働協約の有効性を前提としているということが，明示の形式で

表明されていなくても，黙示的に推定されうるとして，原則として明示の規定の

ない限り，労働協約は個々の労働契約に余後効を及ぼさないと解する点特色を

有するのである。

　なおErdmannは，労働協約の消滅後，個々の労働契約における生じうべ

き欠敏に関連して，「労働協約の消滅後は特に明示的に合意されたもの以外は

妥当しない。従って，個々の当事者の契約の自由は自動的に回復し，合意が生

じない場合には民法の一般的補充法が入り込む」と述べている（7）。この文言か

らは労働協約の強制的効力の性質に関する彼の見解を十分にうかがいえない
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が，一応強制的効力による個々の労働契約の合意の無効の絶対性を認めている

といいうるのではなかろうか。

（1）この点我国の学者は一般にErdmannとNiPPerdey，　Lehmann，　Nikisch等と

　の間の差異を明確に把握していないように思える。余後効否定論として綜括して了う

　からでもある。例えば，峯村教授はLehmannとErdmannどを同一視し（峯村「

　労働協約の余後効力」一末弘還暦団結権の研究所収，488頁），吉川博士はまた余後

　効の問題は主として直接的効力の法律的構成如何によって説が分れるとなしつつも，

　十分各論者の法律的構成に注意することなく，余後効に対して消極に決する少数説，il

　してNipPerdey，　Lehmann，　Erdmannを一括して了っている。（吉川「労働協約

　法の研究」131・134頁）

（2）Erdmannは彼の見解をその著書「労働協約期間満了後の法状態」　（Die　Rechts－－

　lage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages．　Heft　10　der　Schriften　der　Verei－

　nigung　der　Deutschen　Arbeitgeberverbande　E．　V．　Fr．　Zillessen　（Heinrich

　Beenken）Berlin　C　19，1925）において詳細に展開しているのであるが，この著書

　は参照の機会を得ないため，　ここでは彼がKaske1編纂の「協約法の主要問題」

　（Hauptfragen　des　Tarifrechts　1927）に彼の見解を要約せる論文を発表してい

　るのを参照する。（Erdmann，　Nachwirkung　des　Tarifvertrages）

（3）この点，木村友三郎教授は論文「労働協約の事後効について杢（神戸法学雑誌第

　1巻　1951年　342頁以下）において独学説の紹介の際，Erdmannは「協約規範は

　強行的補充法規zwingend　erganzende　Rechtssatzeであるから労働協約の内容と

　なりえないと述べる（Erdmann，　Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifver－

　trages，　S．9ff．）」とされている点，ここでErdmann自身が述べている事と明ら

　かに矛盾している。註2で述べたようにErdmannのDie　Rechtslage　nach　Ab－

　lauf　eines　Tarifvertragesを参照しえないためその矛盾を十分に解明しえないが，

　彼自身がKaskel編纂の「協約法の主要問題」における論文で，これは既刊の著書

　の基本思想の再論述にに止まる旨明記して，その上で「Oertmannの見解とは対立し

　て協約規範は協約令第1条により個々の労働契約の直接の構成部分となる」と述べて

　いることより，またPotthoffが彼とErdmann，　Kaskelの間の差異について述べ

　るとき，三者を同一立場に立ってLehmannに対立するものとし，差異は余後効の評

　価にではなく『当事者の意思解釈にのみ存すると述べているところより，また，Vanse－

　low，　Klausnerの同旨の論述よりして，木村教授のErdmannについての見解に

　は従いがたい。

　Erdmann，　Nachwirkung　d琴s　Tarifverages，　in　Kaskel’Hauptfragen　des

　Tarifrechts，1927，　S．98．
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　Potthoff，　ArbR．，1927，　S．70い702．

　Vanselow，　NZfA．，1926，　S．18．

　Klausner，　in　Kaskel’Hauptfragen　des　Tarifrechts，　S．101．

（4）Erdmann，　a　a　O．，　S．98，1．

（5）Erdmann，　a　a　O．，　S．98ff．皿～V］1．

（6）’

本論文は参照の機会を得なかった。本稿では，Kaskelの項の，3ハを参照。

（7）Erdmann，　a　a　O．，　S．100．

（b）第2説

、第2説は，労働協約の規範的効力（不可変性）は外部的に個々の労働契約を

規制する性質を有するものであって，労働契約の構成部分として個々の労働契

約の内部に入り込む性質を有するものではなく，且つその消滅後に個々の労働

契約に空白ないし欠敏を生ずる性質を有するものと解する立場である。

　即ちこの立場は，労働協約の規範的効力のうちの直接的ないし自動的効力に

ついてその性質上外部的に個々の労働契約を規制するものであると解し，規範

的効力のうちの強制的効力についてその性質上それに違反する個々の労働契約

の合意の絶対的無効を生ずるものであると解する立場である。

　この立場に立つ者として

　（1）Nipperdey　（2）Lehmannを指摘しうる。

　以下において上の両者につき詳説する。

　（1）　Nipperdey

　Nipperdeyは次のように述べて，彼がこの第2説の立場に立ち余後効否認

の結果に到達せることを表明する囎。

　先ず，直接的効力の本質について，次のように論ずる（｛｝。

　「これは非常に争われている。そのことは実践的には就中，余後効の問題を

考慮すれば明白である。

　1　協約令第1条を援用して広く行なえ）れている見解は，協約規範は労働契

約の内容となり，労働契約に入り込み，合意されたものとして妥当する，とい

うことを認めている。　（中略）

　2　この見解は以下の理由から適当と思われない。
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（a）法律（協約令第1条第1項第3段）の文言は決して直ちに争われている見

解に有利に述べているのではない。第1条第1項第3段は，その文言に従え

ば，労働協約違反の無効な合意がなされる場合にのみ関係している。しかし大

抵の場合には労働協約違反の合意は何の役割も演じないで，労働契約の直接的

影響が前面に出ている。この場合については，一上に示したように一明示

の法律の表現が欠けている。しかしこの直接的効力は協約法のHauptregel

である。労働協約違反の合意が欠けている場合には，労働協約の労働条件はそ

れに代わり（an　die　Stelle　treten）えない。むしろ労働条件は卒直に労働関係

に影響を及ぼす。しかも協約違反の合意の場合でも，，an　die　Stelle　treten‘‘

ということは労働条件が恰もそれが合意されたかのように労働契約の内容にな

るということを意味しはしない。　”an　die　Stelle　treten‘‘ということは，労

働契約において合意された労働協約違反の合意は排除され，今後は労働協約の

労働条件が基準となるということ以外は意味しはしない。

（b）しかし一一般にかかる解釈問題においては，協約令の文言は決定的ではあり

えない。労働協約の意味並びに法律の目的が目指されている。勿論協約規範は

労働契約の実際に合意された内容であるとの見解は支持しがたい。このことは

争われている見解の支持者もまた認めているところである。法律は労働協約に

適合せる（労働契約の）締結の擬制（Fiktion）を命令したということが主張

されているにすぎない。しかしこのこともまた法律から生じない。法律は労働

協約が「合意されたるものとして妥当すべきである」ということについて何も

語っていない。

　しかし人々が擬制を認める場合ですら，擬制は単に特定の法的効力を短縮し

て表現する法律技術上の救済手段である，ということは確言される。Unter－

stellungは何ら科学的価値を有するものではない。それは真理を隠蔽し，特定

の事実の効力の他の事実へのUbertragungが何故生じるのか，　unterstellen

された事実の背後に実際に何が存するのか，　を説明しはしないω。たとえ人

々が擬制を解明しても，労働協約の労働条件の労働関係に対する直接的妥当

の命令以外は明らかにならない。　「全法制度の意味」（Sinn　des　ganzen
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Rechtsinstituts）が擬制を要求する（5＞との根拠は全く了解されない。という

のは，争われている理論の肯定者も，立法者が協約令第1条第1項第3段で協

約の期間満了後の法的効力を確定しようとしたとは主張しようとはしないであ

ろうから。人々が労働協約の存続中の労働協約の効力から出発する場合には，

擬制の承認の要求は少しも生じない6擬制は，unterstellenされた合意の態

様以外では契約に対する規定の妥当を考ええない，旧い意思主義の理論の残存

物以外の何物でもない，、

　3　労働協約はそ0）規範的邦分においtて，労働関係に直接に（そして強制的

に）影響を及ぼす法規範を包含している。しかし協約規範はこの性格を積極的

並びに消極的な強制的Gesetzesrechtと共有している。　しかし法律の積極的

強制的規定は恐らく当事者の合意とはならない。それはそのようなものとして

擬制されもしない。それはむしろ契約関係を肩接に支配し，対立する合意を排

除する。しかしそれ故にそれはGesetzesrechtの平面にのみ止まっている。

　しかし同じことが協約規範に妥当している。協約規範は労働関係の内容とは

ならない。それは直接的強制的に労働関係に影響を及ぼす労働協約の規定で

あるにすぎず，そしてそれのみにIEまる。　というのは立法者の意思に従えば

KollektivrechtはIndividualrechtに優位すべきであるから。就業規則に

対しても漸次認められてきたかかる解釈はKollektivrechtの本質にも合致す

る。人々は…一恐らく無意識に一一労働協約法の法律的規制以前の時代に結び

ついている場合にはKollektivrechtの優位の思想を弱めている。当時におい

ては，人々は，一般に労働協約の効ノJを達成するために労働協約内容への労働

契約当事者の黙示の合意を要求した。今日，人々がこの黙示の合意は強制的に

擬制されねばならないと考える場合には，人々は重点を個々の労働契約に…一

仮令解釈上のみでも一…置き誤まっている。しかしこのことは労働契約に対し

て，客観的法（objektives　Recht）を形成する法的拘束力ある規範契約の法

的性質についての認識としての労働協約の法的性質についての認識に合致しな

い。」と。

　次いで，強制的効力について，彼は強制的効力が協約令第1条第1項第1段
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から生ずることを認め，法律が「unwirksam」の語を用いて「nichtig」の語

を用いていなかったことについて，ある点では効力の相対性を認める。即ちそ

れ故に民法第139条の規定一法律行為の一部無効は無効なる部分を欠いても

行なわれたであろうと認められない限り全法律行為の無効を生ずる旨の規定

一
の適用はないとする（6）。がしかし，強制的効力の消滅後その復活を許す程

度の効力しか有しないかどうかという意味では，「労働協約（の締結）前に締結

された労働条件は復活しない。それは労働協約によって終局的に（endgUltig）

排除されている（7）。」と述べて強制的効力の絶対性を認めLehmannと共に第2

説の立場にあることを明らかにしている。

　以上のような労働協約の規範的効力の法的性質に関する見解を抱きつつ，彼

は，労働協約の終了によって，債務的部分と共に規範的部分の効力も終了し，

余後効なるものは生じない旨を明言する（81。即ち

　「労働協約0）当事者が効力の終了に関する規定を行なわなくて，且つFort－

wirkungが特定の労働条件の本質から生じない場合には，労働関係への（労

働協約の直接的）効力は労働協約の終了と同時に消滅する。法律上当然に生ず

る労働協約の余後効なるものは認められない。

　それに反し，協約規範を労働関係の内容とならしめる者は，個々の労働契約

はそれが有する内容をもって，それが変更されない限り，引きつづき存続する

ということを認める。この見解によれば（9），余後効の否認は個々の労働契約が労

働協約の消滅と同時に突然多かれ少かれ無内容なものとして存在することとな

るので克服しがたい実践的な困難さを導く。

　これに対しては以下のことが主張される。

（a）余後効論の解釈上の出発点は支持しがたい。労働協約の規定は労働関係の

内容とならないし，また労働関係の内容として妥当しはしない。それ故労働協

約の規定は労働契約の規定としても存続しない。

（b）余後効肯定論に従っての問題の解決は，労働協約が沈黙している場合に

は，個々の労働契約の解釈や補充からも，労働契約当事者の意思の解釈や補充

からも得られない。というのは，雇傭者側の意向は通常被傭者側が余後効に向
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けているそれとは反対である。両者の意思の合致は存在しない㈲。

（c）解決はむしろ法律解釈の問題として，労働規範の労働関係への効力の性質

から・Kollektivrechtの性格から，労働協約の時間的に限定された本質から

生じる。

　α）労働協約の労働条件は労働関係の内容とはならない。更にそれはその内

容として擬制されない。それはむしろ労働関係に支配的に効力を及ぼす。労働

協約の終了によってこの効力は終了する。

　β）vこのことはまたIndividualrechtにKollektivrechtが優位するとの基

本思想に合致する。いかに団体契約がその出現によって労働関係に影響を及ぼ

し，個々の合意を排除していても，その終了はKollektivwirkungが終了す

るということへ導かねばならない。労働協約に個々の労働条件或は全労働協約

の一定の存続期間が規定されているかどうか，　（労働協約の）当事者が労働協

約を終了させたかどうか，或は，労働協約が解約告知されたかどうかにかかわ

りなく，全ての場合に労働協約の終了によってkollektivに設定された法は引き

つづき存続すべきではないという表現，Kollektivwillはもはや存在しないと

いう表現を来す。Kollektivwilleの法的表現形態がもはや存在しない場合に，

Kollektivwillをその存続期間を超えて労働契約の中に保存することは，立法

並びにその解釈の使命ではない。

　γ）てのことへ次のことが附加する。即ち，労働協約は初めから或る期間中

のみ影響を及ぼそうとし，永続的合意としては締結されていない一時的法源（

temporare　Rechtsque】le）であるので，従ってその目的規定に従って協約

の期間満了と共にその効力が終了することが通常である。Typusとしての労

働協約のCharakteristikumは或る期聞中の規範の統一的確定と並んで経済

的状勢に応じての労働条件の形成の可動性（Beweglichkeit）である。労働協

約は直接的に交代しうる。しかしそれは聞隔をおいても連続しうるので，労働

協約から屏放されたRaumが生じる。まさに後者の場合がここでは問題である。

従って債権関係や継続的契約への法律変更の影響を取り扱っている民法施行法

第170条第171条への余後効論賛成者の論及も役に立たない。というのは，この
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規定は時間的に限定されていない有効期間を有し，そして直接継続的に連続す

る法律の変更にのみ関係しているから⑩。

（d）余後効は実践的にも非常に疑わしい（危険な）結果へと導く。　（中略）

（e）労働協約の期聞満了後，法状態は次のようにして形成される。

　労働協約（の締結）前に締結された旧労働条件は復活しない。それは労働協

約によって終局的に（endgCi　1ting）排除されている。

　就業規則が規定を包含しない限り，労働契約に関する法律上の規制，特に民

法第611条以下が基準となる。」と。　　　　　　　”　・

（1）　Nipperdey（Hueck　und　Nipperdey），　Lehrbuch　des　Arbeitsrechts，　Bd．

　皿，1930　｝こよるo

（2）Nipperdeyは見解を変えている。

　①先づBeitrage　zum　Tarifrecht，1924，　S．1では，

　，「1918年12月23日の協約令は第1条で第1条の要件に合致する労働協約の労働規範

　（Arbeitsnorm）の自動的並びに不可変的効力の原理を表明した。このことは労働協

　約の物的人的空間的時間的領域内にある労働契約は法律上当然に　（ipso　iure）　（当

　事者の意思に関係なく）労働協約に適合する内容をもつことを意味する。労働協約

　は，その規範的部分においてはそれに服して存続する労働契約を規範に適合するよう

　直接に変更し，また将来その領域に属する労働契約に対して直接かかる労働契約に入

　り込む（eingehen）規範を確定するVerfUgungsyertragである。」と述べて，第

　1説に立つことを明らかにし，更に同一頁の註1で，自動的効力から所謂労働協約の

　余後効は生ずると述べて，余後効を肯定していた。

　②　しかるに1925年12月のNZfA誌での彼が担当せる書評において，　Erdmannの

　著書”Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages．‘‘に関連して，

　　「私の考えるところでは，人々は労働協約の自動的効力を，規範が労働関係に「入

　り込むこと（Eingehen）」一一構成部分となること（Bestandteilwerden）一の

　意味では理解すべきではないとの新たな認識が（余後効の問題に）決着を与える。

　恐らく，Zitelmannの所謂「強行的補充法（zwingend　erganzendes　Recht）」

　（gesetzliches　Rechtにみられるような）の諸命題が問題である。強行的補充法は

　外部から強制的に，異なる当事者規範を排除するように，作用するが，労働関係の内

　容とはならない。しかし余後効論はそのことと矛盾する。（従って）私は先に表明し

　た見解を放棄する。」と述べて，彼の見解を変更せることを表明した。

（3）　Nipperdey，　Lehrbuch　des　Arbeitsrechts，　Bd．皿，1930，　S．199ff．．Nipp－

　erdeyの余後効論についての論述は多分にLehmann（Tarifvertrag　und　Nach一
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　wirkung）に負っている。

（4）Lehmann，　a　a　O．，　S．23，参照。

（5）Jacobi，　Grundlehren　des　Arbeitsrechts，　S．221，　Anm．3．

（6）NipPerdey，　a　a　O．，　S．212．

（7）　NipPerdey，　a　a　O．，　S．210．

（8）　NipPerdey，　a　a　O．，　S．180；S．204ff．．

（9）これは1926年7月2日のReichsgerichtの判決の理由申で述べられている見解で

　ある。即ち

　　，，lst　der　normative　Teil　des　Tarifvertrages　einmal　in　den　Einzelarbeits

　vertrag　Ubergegangen，　so　bleibt　er　fUr　diesen　maBgebend，　bis　ein　neuer

　Tarifvertrag　zustande　gekommen　ist　oder　auch　die　Partein　des　Arbeitsver－

　trags　abweichende　Vereinbarung　getroffen　haben，．　Es　k6nnen　nicht　die

　Einzelarbeitsvertrage　mit　dem　Wegfall　des　Tarifvertrags　pl6tzlich　mehr

　oder　weniger　inhaltlos　dastehen．“（JW．，　I　S．265　f．）

（10）Lehmann，　a　a　O．，　S．12　ff．参照。

（11）Lehmann，　a　a　O．，　S．27　ff．参照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　（2）　Lehmann

　Lehmannは次のように述べてこの第2説の立場に立つことを明らかにす

るωQ

　先づ協約規範が個々の労働契約の内部に入り込み，その構成部分となるとい

う見解（第1説）に対して批判的態硬をとる。

　　「労働協約の規範的部分は立法者自身による直接的並びに強制的効力の賦与

を通じて単なる契約法（Vertragsrecht）とは対立する法律的法（Gesetzes－

recht）に内在する効力を賦与された。そのとき学説はそのことから，労働協

約の規範的部分の規定が強制的自治的成文法　（zwingenden　autonomen

Satzungsrecht）の性格を有するという，私の考えるところでは争いえざる帰

結を導き出した。人々がこのことを認める限り，人々は協約規範をしかもその

効力に関する限り原則として法規　（Gesetzesvorschrift）と同様に取り扱わ

ねばならないであろう。

　当事者の契約上の合意を補充する任務を有するGesetzesrechtの強行的諸条

項がそれと矛盾する当事者の合意の構成部分となるという考えが許容されない

9
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のと同様に労働協約の強行的規定が個々の労働契約の中にその内容として入り

込むという考えは支持しがたい（2）。」　　　　　　　　　　・

　「査当な考えはGesetzesrechtの強行的規定は当事者の合意を直接支配す

るという考えである。

　このことは協約規範に対しても妥当しなければならない。人々がこのことを

認める限り，人々は　『無効なる合意に労働協約の対応せる規定が代わる』

（，，An　die　Stelle　unwirksamer　Vereinbarung　treten　die　entspreche－

nden　Bestimmungen　des　Tarifvertrags・“）といっている協約令の文言に

労働協約は個々の労働契約の実際の内容となるとの意味を附加レえない。反対

に人々は協約令の問題の規定を，協約規範は個々の労働契約を直接的且つ強制

的に支配するという意味に理解しなければならないであろう（3）。とし，更に詳

説して，

　「協約規範が個々の労働契約における構成部分として移行するという全ての

考えは一般に歴史的にのみ理解されうる。協約令以前には確かに個々の労働契

約に対する協約規範の規準性は個々の労働契約の当事者が協約規範を明示的ま

たは黙示的に労働契約の構成部分となすという様式でのみ基礎づけられえた。

しかし今や直接的並びに強制的効力を附与した後では，我々はかかる個々の労

働契約の中にその構成部分として協約規範が入り込むという考えをもはや必要

としない。かかる考えは全く誤まっている。世界のいかなる法律も当事者が自

ら合意しなかったことを当事者の合意の実際の内容となしえない。一それは

精々或規定が，それが当事者の合意の内容となった場合と同様に取り扱われる

べき旨を命令しうるにすぎない。

　従って協約令第1条の文言は協約規範が個々の労働契約の中に入り込み，そ

の構成部分となるという帰結を許容しえないのである（％」と断言する。

　そして更にHueckのとる擬制に関して次のように述べる。

　　「労働協約の制限的効力に賛成する諸根拠をもっとも効果的に綜括した

Hueck（NZfA．，1926，　S．151ff・）は上述のことを認め，従ってドイツ協約

令の文言は確かに協約規範が労働協約の実際の内容となることを意味していな
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い，ということを認める。しかし彼は余後効をドイツ協約令によって命ぜられ

たものとして・労瀦約に適合せる（労働契約の）締結の擬制（Fikti。n）を

認めることによって救いうると思っている。しかしe・の方法においても，余後

効のための何らかの強行的な立証といったものは提出されえない。

　擬制の本質は・立法者が特定の事実bを他の事実aと同一視することを我々

に強いることに存しはしない。擬制は特定の事実aの効力を簡約せる単純な方

法で他の事実bに移す（Ubertragen）ための単なる立法技術上の救済手段に

すぎない。Unterstellungは何らの科学的価値をも有しない。それは真理を隠

蔽し・何故にかかるUb・・t・agungが現われるのか，そして，　unterst。11。nさ

れた事実晴後に実際に何が存するのカ・を説明しはしない…．」

　従って協約令第1条に擬制を解釈してもそのことによっては，余後効の問題

の解決は何らの進渉をもみない。即ち，労働協約は一時的な法源であり，新労

働協約とは直接に，或は間隔をおいて連続する。従って労働契約の当事者はい

かなる意味で協約規範を労働契約の内容となしたか，それ故労働協約に違反す

る労働契約へのかかる効力のUbertragungは一般にい、かなる範囲で可能であ

るか，という問題が残っている。

　「そしてこの場合には再び学説が従来余後効に対して与えていた全ての解答

が考えられうる。協約令はまさに特定の瞬間に妥当している協約規範のその時

点に有効なる労働契約への効力に関してのみ語っているにすぎない。異なる労

働協約の連続の問題縮約の時期Gま何が本当であるのかの問題は，第1条の

争われている形式「treten　an　die　Stelle」によっては全く影響されない（6）。」

として，問題の解決は，労働協約の法的性質並びに協約令の目的の解釈から得

られるとなす。

　而して，労働協約の主要なる使命は一定期間中の労働条件の統一の要求，並

びに経済状勢の変化に合致せる労働条件の形成という可動性の要求を同時に充

足することにあり（7），また法源としての労働協約は一時的性質のものであり，余

後効が問題になるのは旧労働協約との間に時間的な間隔が存在している場合で

あるので，時間的に限定されていないそして直接連続する新旧両法律に関する
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　民法施行法第170条第171条の適用ないし準用は問題にならない（8）として，更に

　最も合理的で最も正常な結果をもたらすという意味での問題の解決は，余後効

　を否認するところにあるとし，次のように述べる。

　　「立法者は………一連の法規によって労働関係を規制してきた。立法者は労

　働条件の基準の設定をできるだけ労働関係に関与せる集団の利益に適合させる

　ため，統一的で且つ同等の，しかし同時に変化する経済状勢に合致するかかる

　労働条件の規制を可能にするため，労働関係に関与せる集団を労働条件の支配

　者となし，団体協定（Kollektivvereinbarung）の手段を通じて労働条件を

　自律的に規律する可能性をその集団に与えた。立法者は関与せる集団の団体意

　思（KoIlektivwiIle）に，　この団体意思が………団体協定にその沈澱をみた

　限りでのみ，道を譲る。立法者はこの団体意思に，それの有効なる実現のため

　に全く一般的に強行的効力を賦与し，そしてそのことによって団体意思に固有

　の法規に対しては例外的な場合にのみ要求する効力を附与した。そこには個々

　の労働契約の自由への非常に強い干渉が存する。契約自由に対する干渉は団体

　意思が実際に協約規範の背後に存する場合にのみ，そして存する限りでのみ，

　是認せられるものと考えられる。（従って）団体意思が消滅する場合には論理

、的には法律自身が再び機能しなければならない。余後効論は非強制的に表明さ

　れた法律（任意法）の意思並びに個々の契約への団体意思の優位の原則に合致

　しない。このことを哀れにも余後効の肯定者は誤認しつづけている。（中略）

　　立法者がかつて労働協約で表明された団体意思をその有効期間を超えて保存

　しようとしているという考えは，従って労働協約の当事者の意思に明らかに矛

　盾し，そして労働協約の制度並びにそれによって可能にされた自律（Selbst－

　verwaltung）の全基本思想に合致しない。労働関係に関与せる当事者の契約

　自由のかかる干渉は，法律にそれについての何らかの特別の支柱が立証され

　　うる場合にのみ認められうる。全体経済の観点から労働条件のできるかぎり

　の恒常に利益が存しうるという論及のみでは十分でない。　というのは，労働

　条件を同等に継続させるためのかかる強制的態様での労働条件の保持は，労

　働協約の思想の実現自体を，それが新たな変更された経済状態に適合せる労働
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協約の締結を困難ならしめるが故に，著しく危殆に陥入らせるにちがいないと

いうことが否認されえないからである。旧協約規範の保持は，まさに労働協約

制度によって基礎づけられ，保障されるべき契約自由並びに自律の激しい干渉

を意味するであろう。契約自由並びに自律を保障しようとしている法律上の制

度を法律に十分の支柱を求めることもなく，それが再びその目的の大部分を失

うように形成することは，目的探究的な法律の解釈原理に反する（9》。」と論ず

ることによって，余後効否認の結果に到達している。

　次にLehmannは，余後効否認の結果生じうべき労働契約の内容の欠敏に

関連して，

　「Oertmannが欲しているように，労働協約より前に締結された旧い個々

の労働契約に立ち還えることは，私には全く不可能のように思われる。労働契

約がインフラチオンの時代に締結されていた場合には事態は一体どうなるであ

ろうか，その場合当時の条件が同じ基準となるべきであろうか。そしてそのこ

とを全く除外しても，協約規範によって排除され，従って無効となった個々の

労働契約の規定がどのようにして再び活動すべきこととなるのであろうか。通

常，個々の契約の経済的基礎はその締結のとき以来本質的に推し動かされてい

るであろうから，旧条件はいかなる態様にせよもはや契約当事者の意思に合致

しない⑩。」として，Oertmann，　Nikisch等の見解に反対し，強制的効力によ

る個々の労働契約の労働協約の規制と異なる合意の無効性を，絶対的無効の意

味に理解し，異なる合意が労働協約の終了後復活することは理論的にも実践的

にも了解されえないと述べ第2説の立場に立つことを明らかにしている。

　そして更に彼は，続いて

　「反対に労働－協約の期間満了後は，協約規範が干渉しない限りで，個々の労

働契約に欠敏が生じ，欠鋏は民法の規定並びに就業規則によって充足されるに

ちがいない。そのことからは，人々が余後効の否認が信ずるに足らざることを

示すために壁に描くような怖ろしい結果は生じない。というのは，今や労働契約

の内容は，法律並びに就業規則が規定を包含しない限りで，慣行（Ubung）に

よって規定されるからであるω。」と述べているのである。
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　（1）Lehmann，　Tarifvertrag　und　Nachwirkung，1927．この書は，ドイツ余後効

　　否定論の論拠を綜括したものといいうるであろう。

　（2）Lehmann，　a　a　O．，　S．21．

。　（3）　Lehmann，　a　a　O．，　S。22．

　（4）Lehmann，　a　a　O．，　S．22．

　（5）　］Lehmann，　a　a　O．，　S．　23．

　（6）Lehmann，　a　a　O。，　S．’24．

　（7）　Lehmann，　a　a　O．，　S．27・28．

　（8）Lehmann，　a　a　O．，　S．28～32．

　（g）Lehmann，　a　a　O．，　S．33・34．

　（10）Lehmann，　a　a　O．，　S．38．

　（11）Lehmann，　a　a　O．，　S．38．

（c）第3説

　筆3説は，労働協約の規範的効力は外部的に個々の労働契約を規制する性質

を有するものであって，個々の労働契約の構成部分として個々の労働契約の内

部に入り込む性質を有するものではなく，且つ労働契約の規範的効力によって

個々の労働契約の異なる規定が排除されていた場合には，その消滅後個々の労

働契約に空白ないし欠敏を生ずるようなことはなく，個々の労働契約の排除さ

れていた規定の復活を許す性質を有するものである，と解する立場である。

　即ちこの立場は，労働協約の規範的効力のうちの直接的・自動的効力につい

てその性質上外部的に個々の労働契約を規制するものであると解し，規範的効

力のうちの強制的効力についてその性質上それに違厘する個々の労働契約の相

対的無効を生ずるものであると解する立場である。

　この立場に立つ者として，Oertmann｛1｝，　Nikisch，　Vanselowを挙げう

る。後の二者について詳説する（㌔

（1）Oertmannがこの第3説の立場に立つことは，　Erdmannが直接的効力の性質に

　っいて自己の立場を明らかにするときに，Oertmannを引き合いに出して対比する

　ところより，またLehmannが労働協約失効後の個々の労働契約における生じうべき

　欠敏に関連してOertmannの見解と対比して，労働協約によって排除されていた個

　々の労働契約の旧内容の復活を否定しているところより，明らかである。（なおOert一
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　mannは次の論文”Nachwirkug　von　Tarifvertragen．（（SchlW．，1924，　S．

　181ff．においてその見解を明らかにしているのであるが，之は参照の機会を得なか

　った。）

（2）かかる見解が既に早くから存することを，van　de　Sandtは指摘している。　　．

　van　de　Sandt，　JW．，1921，　S．322　f．（彼は，，Hier　und　da　findet　man　ferner

　folgende　Konstruktion‘‘といっているのみなので，人名，書名は不明である。）

　　（1）　Nikisch

　Nikischが第3説の立場に立つことは，次のような主張より明らかである。

　先づ直接的効力について彼は次のように述べている。

　「労働協約は1918年12月23日の命令がそれに附与した形態において，それに

服する労働契約に直接的・自動的効力を及ぼす。従って労働協約の規範的部分

（協約規範）は，そのことに労働契約当事者の明示または黙示の意思表示を要す

ることなく，個々の労働契約の内容に対し基準となる。労働契約当事者の意思

を経るような迂路を辿らないで一一…1918年12月23日の命令以前の法に従うよう

に　　，労働契約当事者の意思とは無関係に協約規範は個々の労働契約に対し

て妥当する。労働契約の当事者は，それが労働協約で許容されている限りで，

全く異なることを合意しうるし，その合意は有効である。しかし異なる合意が

存在しない場合には，それが労働契約当事者に欲せられていなくとも，協約規範

が妥当する。人々は協約規範の労働契約への効力を契約締結から生じる権利義

務を規制する法規と比較しうる。この法規が強行的でなく任意的である場合で

も，それは契約当事者の意思とは無関係に，それに反対する意思が表示されてい

る場合以外は，妥当する。同じことは，通常一方的に被傭者に有利に変更されう

る協約規範に対して妥当する。それは労働関係にその内容を契約当事者の意思

なしに与える。従って労働協約は労働契約の内容に対して基準となる（1）。」と。

　而して強制的効力の性質に関連しては，

　「1918年12月23日の命令第1条は，労働協約の規制と異なる当事者の合意を

「nichtig」と宣言しないで，単に「unwirksam」と宣言していることは注意

さるべきである。現代の法律用語は一般に「Unwirksamkeit」の下で相対的

一一絶対的でない一一一一一　UngUltigkeitを理解している。異なる合意は労働協約
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に対してのみ法的効力を生じえなかったのである。労働協約の消滅後はそれが

実施されるのを拒絶する理由はない。従って例えば，1人の職員が2週問の年

次有給休暇を契約で合意し，後に締結された労働協約が最低3週間の年次有給

休暇を確定した場合には，労働協約の消滅後は2週間の有給休暇が再び有効と

なるω。」と述べて，相対的無効を強制的効力の性質と解している。

　以上の言辞より彼がこの第3説に立つことは明らかであるが，かかる立場に

立ちつつ，余後効に対し，次のように述べてその否認の態度を明らかにする。

　彼は労働協約自体の性質に関し，法源としての性質と共に法律行為としての

性質を強調し，「労働協約は法律行為であり，全ての法律行為においては，そ

の創造者によって欲せられた法的効力は，それが欲せられるが故に生じ，それ

が欲せられている限りで存続する（3）ので，労働協約の法的効力もまたその期間

満了と同時に，直ちに消滅せねばならない。労働協約の主要な効力の一つは，

協約規範は労働契約の締結の場合に労働協約に関与せる雇傭者と被傭者との間

の法的関係を直接規制するということにある。この法的効力もそれが全く労働

協約当事者の意思に依存しているので，その意思がもはや存在しなくなるや否

や一一それは，その意思が初めから時問的に限定されていたということであり

うるし，労働協約当事者の一方が解約告知権の行使によって，Tarifverein－

barungの存続に不可欠の彼の意思を許容された方法で撤回するということで

もありうる一消滅せねばならない。従って労働契約当事者の意思なしに現わ

れる個々の労働契約における労働協約の余後効なるものは認められえない（4）。」

．と。

　労働協約の直接的効力に関し彼のとる立場からは当然その性質と個々の労働

契約における労働協約の余後効は認められえないのであるが，彼は特に労働協

約の始終に関し，労働協約に法律行為的性質を理解し，その点からも，法律上

当然に生ずる余後効なるものは認めがたいとするのである。

　なお彼は，労働協約の期間満了後，個々の労働契約に生じうべき欠歓に関

し，補充法規，取引慣習（Verkehrsgebrauch　od．　Usance），労働契約当事

者の合意（並びに労働協約により排除されていた合意の復活）を挙げる（5）。
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　（1）　Nikjsch，　Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages，　NZfA．，192

　　5，・S，70。71．

　（2）　Nikisch，　a　a　O．，　S．77．

　（3）このことに関し，彼は同論文中の他の個所で次のように述べている。

　　　「人々は往々法源としての労働協約に専ら注意をはらって法律行為としての労働協

　　約を看過しているように思える。恐らく部分的には労働協約の余後効の理論において

　　はgesetzliches　Rechtとの比較が重要である。　gesetzliches　Rechtにおいては，

　　法律事実の法的効力は，周知の如く，後でその法規が変更された場合でもその成立の

　　ときに妥当していた法規によって規定される。これに対し繰り返して次のことを想起

　　することが必要である。即ち，我々は労働協約においては，そこでは欲せられた法的

　　効力がそれが欲せられるが故にのみ，そして欲せられる限りでのみ生ずる法律行為に

　　関係していることを。」　（74頁）

　（4）　Nikisch，　a　a　O。，　S．75，

　（5）　Nikisch，　a　a　O．，　S．75ff．

　　（2）　Vanselow

　Vanselowもこの立場に立つ。彼の主張は次のようである“）。

　先づ，労働協約の余後効論の賛成者がその支柱を1918年12月13日の協約令第

1条の文言に求めていることに関して，協約令は革命時の混乱の中で制定され

たものであり，且つまたその規定の様式からいっても不完全なものであって，

Hardtもいっているように（2），余後効論の支柱とはなりえない，とし，従っ

て間題の解決は法規の表現形式にではなく，法規の意味並びに意義に求められ

ねばならない（3），とする。

　そして，労働協約の法的性質に論及し，労働協約は全休として，その内容及

び効力に関しては法規範であり，その表現形式に関しては債務法上の契約であ

って，通常なされているようにその内容を規範的部分と債務的部分とに区分す

べきではない。協約令は労働協約の当事者に特定の人的範囲での自治権（Au－

tonomie）を法律上附与しており，それ故労働協約の当事者が規定することが

法規範であり，直接的効力ある法規と同種の性格の法源である。法規範の表現

形式が，かかるものとして民法の債務法の契約に関する一般的規定に服してい

る私法上の契約の形式であるにすぎない。

　しかし法規範は，直接に，その規定がそれに服する個々の契約の構成部分と
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なるという迂路をたどらないで作用する。契約の当事者が表明し意欲したもの

のみが私法上の契約の構成部分となりうる。当事者の意思及び表示が契約の内

容を形成する。契約のかかる法律行為的内容とは独立に法規が妥当する。一

それは強行法（zwingendes　Recht）としてでもありえようし，また補充法（

subsidiar　geltendes　Recht）としてでもありえよう。即ち，法規は法律行

為の構成部分とはならないで，直接法規範として作用し，そして権利主体間の

法律関係をその法律的性格より一法律行為によってではなく，そして法律行

為の構成部分としてではなく一規制する。法律的規範は，法秩序は，常に存

在しているものであり，契約の締結は単に契約がそれによって直接法秩序に服

さしめられる事実上の前提を形成するにすぎない。これに反し，契約の内容は

契約の締結によってはじめて，即ち，契約当事者の合致せる意思表示にょって

はじめて，存在する。従って契約の内容にとっては契約の締結は法的前提を形

成する。従って契約締結によって法的存在となるもののみが，即ち当事者の合

致せる意思表示のみが契約の内容，構i成部分となる。当事者意思と無関係に存

在する法律的規範はその効力を，協約令により法規範として直接的に及ぼすの

で，雇傭者及び被傭者は協約令第1条の意味における関与者として労働契約を

締結し，従って労働協約の規範的効力に対する事実上の前提を形成する④，と

述べて労働協約の規範的効力は個々の労働契約に入り込みその内容となる性質

を有するとの見解に対する反対の立場を明らかにする。

　そして余後効の問題に関して，

　「法規範即ち労働協約が明示的に表明された立法者の意思によって失効する

場合には，労働協約に服する契約即ち個々の労働契約昏のその直接的効力も消

滅する。法規範（労働協約）は，立法者（労働協約当事者）の明示の意思に合

致するよりも永くは効力を及ぼしえない。立法者はsouveranであり，その

意思は法規範を形成し，法規範を変更し，法規範を排除する（5）。」即ち「労働

協約の期間満了の際には労働協約の個々の労働契約への効力は自動的に消滅す

る（6）。」として余後効を否定する。

　労働協約の効力が消滅した後では，偲々の労働契約においては，直ちに，恐
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らぐ行なわれたであろう当事者の合意（die　etwa　getroffenen　Parteiver－
■

einbarung（7））か或はそれが欠けている場合は一般の法規が妥当するとなす

（R）（gl㈹。

　従って彼は労働協約の強制的効力につき，相対的無効説に立つこと，即ち労

働協約の失効後，個々の労働契約の異なる排除せられていた合意の復活を認め

ていることは明らかである。

（1）彼は余後YJの問題に関して2つの論又即ち，　EinZelarbeitsvertrag　und　Tarif－

　vertrag　（NZfA．，1924，　S．339ff．）　と　D’e　Rechtslage　nach　Ablauf　eines

　Tarifvertrages（NZfA．，1926，　S．11ff．）とを発表しているが，前者においては

　いまだ明確に労働協約の効力の性質に着目して論述しておらず，Kaskelの論文

　Das　Schicksal　der　Einzelarbeitsvertrage　bei　Aenderung　odor　Aufhebung

　der　tarifljchen　Re9elun9　（NZfA．，1924，　S．129ff，）に対する反対論として述

　べられたためか，いまだ意思主義的傾向を多分に残しているが，後者においては，労

　働協約の法的性質，労働協約の効力の法的性質の分析をなしつつ余後効否定の立場に

　立つことを明らかにする。

（2）　Hardt，　Zur　Theorie　der　Fortwirkung　abgelaufener　Tarifvertrage　in　den

　Einzelarbeitsvertrtigen．　（NZfA，，1925，　S．77ff．）　Hardtはこの論文におい

　て，先づ1918年12月23日の協約令は余後勲に関して規定していないことを規定の分析

　から立証し，労働協約の性質上協約令によって附与された不可変性は制限的に解さね

　ばならないのであって，協約令に余後効に関する規定を欠く以上，それについては消

　極的でなければならないとして，余後効否定論に立つ。（しかし彼はいまだ労働協約

　の効力の法的性質については論及していない。）　　　　　　　　　　’

（3）Vanselow，　NZfA．，1926，　S．12～14

（4）　Vanselow，　a　a　O．，　S．14～16，

（5）　Vanselow，　a　a　O．，　S．16．

（6）Vanselow，　a　a　O．，　S．19．

（7）”die　etwa　getroffenen　Parteivereinbarung‘‘は労働協約によって排除されてい

　た合意を指すと解する。そのことをHueckはすでに明言している。Hueck，　Nach－

　wirkung　der　Tarifvertrage（NZfA。，1926，　S．157。158．）

（8）Vanselow，　a　a　O．，　S．18，

（9）これと同旨のことを更に他の個所で次のように述べている。

　　，，Die　Rechtslage　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages　ist　nach　der　hier

　vertretenen　Ansicht　so　zu　beurteilen，　daB　der　Tarifvertrag　nach　seinem

　Erl6schen　keinelei　Rechtswirkungen　auf　das　Einzelarbeitsverhaltriis　mehr
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　ausqben　vermag，　sondern　der　Zustand　der　vollem　Vertragsffeiheit　fUr

　Arbeitgeber　und　Arbeitnehmer　eintritt．　In　Ermangelung　besonderer

　Parteiabreden　gelten　die　allgemeinen　gesetzlichen　Bestimmungen．‘‘aaO．，

　S．23．

⑩　更にVanselowはこれ以後，仮定的にErdmannの立場に立っても余後効は否定

　されるべきであると論じている。

　4　総　　括

　A　1918年12月23日の協約令以前の学説との比較

　以上考察したところより，1918年12月23日の協約令以後のドイツの労働協約

理論は，労働協約の法的性質，延いては労働協約の効力の法的性質についてそ

の支柱を協約令に求め，そして余後効の問題についてもその解決を主として協

約令の規定内容ないし意義目的の観点から計ろうとしているといいうるであろ

う。即ち第1に，協約令は余後効について規定するところがあるか否か，或は

少くとも余後効を予期しているか否かを問題とし，第2に，協約令が慮接的には

余後効について何ら規定するところなくまた予期していないとしても，協約令

が労働協約に所謂規範的効力ないし不可変性を認めることによりその性質上当

然に余後効が認められるに至るのか否かを問題としその上で個々の細部に論究

をすすめている。

　そして，第1の問題につき，協約令は，協約法草案第15条ωにみられるような

余後効に関する明示の規定を欠き，また協約令が余後効を予期していたとはい

いがたいとの結論が一般的であり，余後効の問題は挙げて理論にその解決が委

ねられているといってよい。

　そこで第2の問題につき，ワイマールドイッの学説は論議を集中し，労働協

約に規範的効力と債務的効力のあることを，並びにその規範的効力は’協約令に

よってはじめて認められるに至ったものであることを，一般に認めて，そして

規範的効力の中でも就中所謂直接的ないし自動的効力が主として余後効の問題

に関係し，所謂強制的効力は余後効が否定される場合に第2次的に問題になる

にすぎないとして，力を専ら直接的効力ないし自動的効力の法的性質の分析に

向け，それについて学説は2大対立を示したのである。即ち，一の学説（既に
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述べた第1説）は，直接的ないし自動的効力の性質は，協約規範がそれに服す

る個々の労働契約の中に入り込み（eingehen），その内容，構成部分乏なる

ところにあると解するのに対し，他の学説（既に述べた第2説と第3説）は，

直接的ないし自動的効力の性質は外部から個々の労働契約を規制するところに

あるのであって，個々の労働契約の中に込り込み，その内容，構成部分となる

ところにはないと解するのである。

　そして後者の立場からは，労働協約の個々の労働契約における余後効なるも

のは，労働協約の効力の性質上認めうる余地はないとの余後効否定の帰結に到

達しているのであるが，前者の立場においては，労働協約の内容が個々の労働

契約の内容として，労働協約の終了後も存続することを，即ち労働協約の余後

効を認めうる余地を残している。

　そして前者の立場に立つ者においても，当事者意思の解釈により，実践的に

否後効否認の帰結を得ている者があり，更には，肯定する者の中においてもそ

の範囲に広狭の存することは，既に述べたところである。

　しかしながらこの第2の問題を問題とする場合に，ワイマールドイツの学説

は，労働協約の効力の中，所謂規範的効力ないし不可変性は1918年12月23日の

協約令によってはじめて法認されるに至ったという見解で強く貫かれている。

　協約令以前のドイツにおいて，かつては労働協約をそれが営業法第152条，

第153条の意味における団結に関係しているとの理由によって，法律上無効で

あり，何ら法的効力を有するものではないとしていた時期，即ち労働協約は一一一一

般に法的保障を完全に欠き，その効力は当事者の好意に依存する純粋の社会現

象にすぎないとされていた時期もあったが，後には労働協約は営業法上の団結

に非ずとの見解が支配的となり，労働協約の法律上有効なることが認められる

に至った。しかしその法的性質を如何に理解するかについては異論が存し，一

般には民法上一一種の無名契約と解する見解が支配的であった。

　だが労働協約の本質的機能ともいいうる個々の労働契約に対する規範の設定

の機能に関しこれを法律上如何に理解すべきか，は債権契約の本質との関連に

おいて問題にされうる余地を残しており，更には労働協約によって設定された
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規範（協約規範）が個々の労働契約に対して如何なる効力を有するか，が問題

となりうる。

　労働協約理論の先駆者たるLotmar（2）は，労働協約をその内容及び当事者に

特殊性を有する一種の無名契約と説き，且つその効力に特殊性を認めている。

　彼は労働協約の個々の労働契約に対する効力は，契約自由の限界内におい

て，当事者の意図せるfaktische　Wirkungによって定まるとし，補充的効

力（erg加zende　Wirkung）と規準的効力（maβgebende　Wlrkung）の2

種の効力を労働協約に認める。

　補充的効力は2点において現われる。第1に，労働契約の当事者は労働協約

の内容を採用する旨の意思表示をなす必要なく，労働協約の内容は労働契約に

入り込み，労働関係は労働協約の本質的内容に適合するようになる。

（1　Parteien　des　Arbeitsvertrag　bedUrfen　keiner　auf　den　Inhalt

des　Tarifvertrags　gerichteten　Willenserklarung，　damit　dieser　Inhalt

in　ihren　Arbeitverag　eingehe，　damit　ti　berhaupt　ihr　Arbeitsverhaltnis

dem　wesentlichen　Inhalt　des　Tarifvertrags　angepasst　sei．）個々の労

働契約における労働協約の内容についてなす意思表示は無用　（tiberflijssig）

である。第2には，任意法（dispositives　Recht）は仮令労働契約中に異な

る規定が存しない場合でも，労働協約に異なる規定の存する限り，その適用を

みない（㌔

　規準的効力につき彼は次σ）ように述べる。

　「労働協約の創設者の意思は個別的労働契約の当事者がこれ（個別的労働契

約）に対して労働協約の内容を附与することを不必要ならしめる点に存するが

故に，個別的労働契約は法律上当然に（von　Rechts　wegen）労働協約によ

って補充されるのであるが，このことは決して個別的労働契約の当事者がこれ

（個別的労働契約）に対して労働協約に反する内容を附与し得るということを

排除するものではない。だがしかし，すでにわれわれの明らかにしたように，

労働協約は，これに反する個別的労働契約の締結を許さぎる目的を以って，又

この目的に従ひ労働協約に反する個別的労働契約を締結せぎるの約定の下に，
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締結させるものであり，すなはち当事者が労働協約に対して附せんとする効果

は，その効力範囲内にあるすべての個別的労働契約に対して規準的たることで

ある。ところがこの効果は，法律上は，個別的労働契約はたとひ当事者がこれ

に対して労働協約に反する内容を附与したる場合においてもなほ労働協約の規

定を内容として締結されたものとして取扱はれることによってのみ，到達され

うるものである。ここに労働協約において確定せられた集団的意思に対して，

個別的労働契約において表示せられた個人的意思は，単に無用たるのみならず

更に進んで無力なるもの　（nicht　bloss　UberfiUssig，　sondern　auch　ohn－

machtig）となる（5）。」と。

　Lotmarは，労働協約を契約と解しつつも，既に労働協約に不可変性を認め

ている点は非常に注目さるべきことである。というのは彼が補充的効力という

ものの実質は，後に直接的ないし自動的効力といわれているものの実質と異な

るところはなく，また規準的効力についてもそれは強制的効力と実質において

異なるところはないのであるから。

　Lotmarのかかる労働協約の効力に関する見解は，彼の労働協約の当事者に

関する見解と並んで激しい批判をうけた。特に彼の認める規準的効力に対して

は痛烈な批判が加えられている。

　彼に対する批判の重点は（6），彼が単に当事者意思の基礎の上で労働協約のか

かる効力を認めている点，即ち，労働協約の当事者が労働協約に不可変性を与

えんことを欲するが故に労働協約は不可変性を有するに至るとしている点であ

る。債権法の原則は，意思表示はたとえ先になされた意思表示と衝突するとき

といえどもその効力を有するのであって，後になされた意思表示は先になされ

た意思表示と衝突するときはなされなかったものとみなすというような法律効

果は一般に認められていない。そして彼が採用せる例外の場合たる「代理権の撤

回をなさぎる旨の拘束的意思表示」及びドイッ民法第399条所定の「債権不譲

渡の合意」の例は，労働協約の不可変性の基礎iづけとなりうる程の演繹力を有

しない，として批判する。かかる批判の上に築かれたドィッの通説は，労働協

約について，債務的効力のみを認めるに止まり，従って，労働協約の規制に違
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反する個々の労働契約の締結に対し，単に協約当事者に債務法上の効力として

損害賠償請求権，解除権の発生を問題としうるにすぎなかった。　（ドイツの通

説が規範的機能（normative　Funktion）を問題にしている場合でも，　それ

は契約的に理解されている点注意すべきである。）

　かかる通説のとる労働協約の不可変性，就中，強制的効力に対する厳しい態

度は，不可変性の他の一面の効力といわれる直接的ないし自動的効力の理論構

成にも多大の影響を与えずにはおかず，慮思主義的傾向が更に強化されるに至

っている。’即ちLotmarは，彼の所謂補充的効力（直接的効力ないし自動的

効力）につき，労働協約の内容が個々の労働契約に入り込む（eingehen）場

合個々の労働契約当事者の意思は無用（UberflUssig）一一規準的効力を認め

る彼の立場ではこれは更に無力（ohnmachtig）でさえあるが一と解するの

に対し，通説の立場にあるSinzheimerはこの問題に関し，次のように述べ

ている。

　「労働規範が個々の労働契約の中に如何にして入り込むかの閥題を研究する

場合には，労働規範に向けられた労働契約の当事者の意思が存在するものと認

められうる場合にのみ労働規範は個々の労働契約の内容となりうるということ

から出発せねばならない。この命題は一方では労働規範契約に対する労働契約

の自立的性質から，他方では，補充的私法や公法を除けば，通常契約の内容は

この契約を締結せる者の意思によってのみ規定されうるということから生じる

ω。」と。即ち，明示，黙示の個々の労働契約の当事者意思を媒介として，労

働規範の個々の労働契約へのEingehenを認めるのである。けだしこれは，

個人主義的債権（務）法の下で展開された理論としてはやむを得なかったとい

いうるであろう。従って，かかる立場に立つ限り，当時の法制が労働協約の

本質的機能を阻害することは明らかであり，それ故学説も労働協約に不可変性

を認める協約法を強く要望するところがあったのである。

　かかる要望に応え，1918年11月革命に機会を得て，同年12月23日に協約令が

制定され，労働協約の法源性，その効力の不可変性が法認されるに至ったので

ある。
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　しかしながら，その規定の不備と相侯って，その規定の評価において学説は

対立を示し，就中，従来の学説・労働協約理論とその規定が如何なる関係に立

つかの評価において，学説は対立を示している。即ち，

　労働協約の不可変性の中，従来，通説においても既に或る限度の下で認めら

れていた直接的効力について，一の学説（第1説）一或る意味では従来の通

説の延長にあるといいうる一一は，直接的効力は協約規範が個々の労働契約の

中に入り込むないしは入り込んだと同様に取り扱われるべき性質を有すると解

する。即ち，個々の労働契約の労働協約の規制と異なる合意が存する場合，

それが労働協約の強制的効カー一勿論これは協約令によって初めて法認された

とみている一によって排除された後，それに代わって労働協約の規制が一

実際は異なる合意がなされているためその合意は存しないにも拘わらず　　個

々の労働契約の当事者によって合意され，その労働契約に入り込んだとみなす

性質即ち擬制の性質が，従来理解されていた直接的効力の性質に附加されたと

解するのである。これに対し他の学説（第2説第3説）は一段の飛躍をみせ，労

働協約は協約令によって一般の法律と同様の効力を附与されたのであり，従っ

て労働協約の所謂直接的効力も，もはや従前の如く，個々の労働契約の当事者

の合意を前提としてその中に入り込むという形式で理解さるべきでなく，外部

から個々の労働契約を規制するという形式で理解さるべきとする。

　右の何れの立場を正当とすべきであろうか。これは余後効の問題にとっての

根本問題といいうる。

（1）　「労働条件規則が廃止セラレ未タ新規則ノ制定ヲ見サルトキハ労働協約二於テ別段

　ノ定力為サレル迄ハ従来ノ規則ハ引続キ労働契約ノ内容二対シテ標準トナルモノトス

　」と定めている。　（吉川「労働協約法の研究」第134頁）

　　なお第2次大戦後，西独で制定された協約法（Tarifvertragsgesetz　vom　9．April

　1949）第4条第5項も”Nach　Ablauf　des　Tarifvertrags　gelten　seine　Rechts－

　normen　weiter，　bis　sie　durch　eine　andere　Abmachung　ersetet　werden．‘‘

　と明示的に解決している。

（2）以下の文は，Lotmar，　Der　Arbeitsvertrag　I，1902；Sinzheimer，　Der　kor－

　porative　Arbeitsnormenvertrag皿，1908；　後藤清「労働協約理論史」昭和2年

　刊。吉川大二郎「労働協約法の研究」昭和23年刊。浅井（八木）清信「労働契約の基
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　本問題」1952年刊によっている。特に後藤教授の著書によるところ大である。

（3）Lotmar，　Der　Arbeitsvertrag　I，1902，　S．775ff・・

（4）Lotmar，　a　a　O．，　S．779．

（5）Lotmar，　a　a　O．，　S．780．後藤，上掲書36・37頁。

（6）後藤，上掲書，46頁以下及び100頁以下。

（7）Sinzheimer，　Der　korporative　Arbeitsnormenvertrag，1［，1908，　S．31．

　　なお彼はかかる立場よりすでに余後効を肯定している点，注目さるべきである。

　　Sinzheimer，　a　a　O．　S。，10・11．その註において同じ立場にあるとして次の判

例を指摘している．D・・U・t・il　d・・GG．H・mb・・g・・m　2g　J・nu・・1906・G・K・

　G．，M，240．

　B　結語，並びに我国余後効論争の反省

　（1）以上ワィルマールドイツにおける労働協約の効力の法的性質に関する学

説の差異，更に従って労働協約の余後効に関する学説の差異及びその歴史的沿

革を考察してきたのであるが，しからばワイマールドイツの法的環境の下で

は，並びに労働協約理論の沿革に照して考察するとき，一体如何なる見解が正

当とされうべきであろうか。

　これは根本的には，協約令が如何なる法思想に基いて制定されたものである

か，の評価に迄遡らぎるをえない。

　最もその意義を少く評価して，協約令は個人主義的（個人本位の）法思想を

全く脱け出ていないとするJacobiは，協約令の下で，労働協約の法的性質を

次のように理解する。

　「労働協約は純粋の債権契約と一般的労働条件の形体にあるところの規律協

定（Regelungsvereinbarung）との結合たる集合的債権契約（kollektive「

Schuldvertrag）であり，何れの点から見ても，債権契約たることにはかはりは

ないが，団体の意思表示に成員に対する法律上の効力が附与されている体の新

しい種類の債権契約であるω」と。

　そして労働協約の不可変的効力を説明するに当り，その不可変性の基底を’全

く個々の労働契約当事者の意思に求め，

　　「個々のものは労働協約上の労働条件に服しようとの自らの意思を協約能力

ある団体に加入することにより，又は所要の任務が定款上附与され得るような
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団体に加入することにより表明したのである。その範囲において個々のもの

は，団体が個々のもののために約したところのもののうちに再び彼自らの意思

を見出すのである（2），となす。

　しかしながら彼がかかる立場を表明せる場合においても勿論異なる労働契約

の当事者の合意が労働協約により排除せられる場合には意思の擬制がなされて

いることは肯定せぎるをえない。

　しかし，労働協約上の一般的労働条件の不可変性は間接に表示される個々の

労働契約の当事者の意思の結果であるとみようとする彼の立場をとるとき，彼

が余後効肯定の結論を得るに至っていることも，更には，かかる労働協細の余

後効は彼の立場をとるときはじめて正当に理解されうる旨を強調している（3）こ

とも，先に考察した歴史的沿革より省みてよく了解されえよう。

　協約令の下で労働協約の法源としての意義を評価しつつもなお，労働協約の

法律行為的性質に拘泥する余り，労働協約の直接的効力ないし自動的効力につ

セ・て，それを，仮令擬制を認めるにせよ，個々の労働契約の当事者の合意の存在

を前提とする形式によってしか理解しえないでいるKaske1，　Hueck，更には

Sinzheimer等の先述の（労働協約の効力の法的性質に関する学説中の）第1

説の立場に立つ者は，彼等自身がJacobiに対してなした批難を反対に受けね

ばならないこととなるであろう。即ちこれらの説は，かかる形式によってしか労

働協約の直接的効力ないし自動的効力を説明しえないならばともかく，そうで

ない限り，労働協約令制定前の個人主義的法思想に退歩して了っているとの批

難をこの点に関しては拒否しえないであろう。

　しからばかかる見解によってのみ直接的効力ないし自動的効力の性質は，更

には不可変性の性質は理解されうるであろうか。前者については既に一一A般の補

充法規に例をみるところである。問題は直接的効力と強制的効力の綜体として

の不可変性にあるとみられている。既にZitelmalmはかかる両性質を具備する

ものとして強行的補充法（zwingend　erganzendes　Recht）の存在しうべきこ

とを論じている（4）。従って強行的補充法として労働協約の規範的効力ないし不

可変性を理解しうる以上，個々の労働契約当事者の意思に還元して理解する協
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約令制定前の学説に舞い戻る必要もなく，またそのような理解をなさずして事

の卒直な理解をなす事こそむしろ協約令の基盤とみうるKollektivismusの法

思想の目的に適合するものといいうべく，更には，kollektivな労働関係の展

開を期待していると考えられるワイマール憲法（R6ichsverfassung）の基本

思想にも合致するものといいうべきではなかろうか。勿論かかる主張は，その

成立時における法律行為的性格を全く無視せよと主張するものではない。従っ

て，KollektivrechtのIndividualrechtに対する優位の思想の観点より・そ

の効力に関しては法規と同一水準において事を考えic　Lehmann，　Nipperdey

等の態度は首肯されうるところである。

　協約令の規定様式・内容がかかる理解を妨げるものでないことは彼等の既に

立証せるところである。（我国の労組法の規定についてはなお更そういいうる

であろう。一部の論者の英文官報の採用に対しても上のように主張しうる。）

　労働協約の直接的効力が上のように理解される場合，即ち個々の労働契約当

事者の合意を媒介としてその契約内容となるという形式ではなく，合意の媒介

を要せずして（仮令それが擬制されうるとしても）一従って契約内容となる

という形式をとらずに一直接法規と同様に個々の労働契約を外部的に規制す

るという形式で直接的効力が理解される場合には，かかる直接的効力の性質上

当然に，労働協約の終了後は，労働協約の内容が個々の労働契約の内容となっ

ていてそのまま残って存続しつづけるという意味での労働協約の余後効は認め

られなくなる。

　しかるときには，個々の労働関係は，労働協約の終了後如何に規制されるこ

とになるであろう。これは問題とならざるをえない。

　労働協約の規範的効力ないし不可変性の中，強制的効力の性質即ちそれがそ

れに違背する個々の労働契約の合意を（その合意に関する限りで）無効とする

場合，その無効の性質如何の問題も右との関連において問題となる。

　このような問題について，我国の余後効論争の反省を兼ねて以下において考

察してみたいと思う。

　②以上の観点より我国の余後効論争をみた場合，如何なる展開を示してい
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るであろうか。これは我国の法的環境を十二分に顧慮してなさねばならないこ

とであるが，我国の法制もワイマールドィッにおける同様，労働協約の余後効に

ついて明示の規定を有しないで解決は理論に委ねられている点よりして，また

我国の協約理論それ自体がワイマールドィッの協約理論より多大の影響を一一

この余後効論自体そうであるが一一一うけていることよりして，十分に考察唐れ

ねばならないところである。

　先づ我国の学説が労働協約の直接的効力ないし自動的効力について如何に理

解しているかをみればs

　直接的効力を個々の労働契約の内容として個々の労働契約の中に入り込むな

いしは入り込んだと同様に取り扱われるべき性質を有する理解する立場に属す

る者として，孫田博士（5），峯村教授（S），菊池教授・林助教授ω，等を挙げうる。

　これに対して，直接的効力ないし自動的効力を外部から個々の労働契約を規

律する性質を有するに止まり，個々の労働契約の内容として個々の労働契約の

中に入り込む性質を有するものではないと解する立場に属する者として，吉川

教授（8），清水教授（9），沼田教授㈹，木村教授（11），後藤教授ω，等を挙げうる㈹。

　後者の立場に立つ者は，労働協約の内容が個々の労働契約の内容となること

を否定するのであるから，その論理的必然として労働協約の内容が個々の労働

契約の内容として，労働協約の終了後も残るという固有の意味での労働協約の

余後効の否定に到達せぎるをえない。

　しからば彼等は労働協約の終了後の労働関係の規制を如何に考えているので

あろうか。

　先づ，ワイマールドイツにおけるLehmannの学説を継受されているとみ

られうる吉川教授は，次のように述べておられる。

　「事後効を否認しても，積極説の主張する如く，労働関係の内容は空虚とな

るようなことはない。蓋し，労働協約が終了し其の労働条件規範の効力が消滅し

ても，現存の従業規則，労基法，民法雇傭編の規定其の他の特別法等は協約規範

に代って労働契約の内容を規律するし，又当該労働市場に於ける慣習は賃金其

の他の労働条件に付き労働契約当事者の意思解釈又は其の補充に資するを得る
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からである。」と。

　これに対し他の4氏は労働協約の終了後も終了せる労働協約の基準一一その

労働協約自体の効力としてではないが（後藤教授の新説は労働協約それ自体の

効力として認める点注目すべきことといえよう）一がなお個々の労働関係を

規制することを認めるのである。

　清水教授は，吉川教授の見解に対し，　「私はむしろ新しい労働協約が成立し

たならば旧労働協約失効後新労働協約成立までの無協約期間の労働条件は，新

労働協約の定めるところによるという条件付で，無協約期間は一応旧労働協約

の基準に従ってこれを決定する旨の合意が協約当事者たる労資間に黙示的にな

されていたものであり，この合意を根拠に一応旧労働協約の基準が適用される

のであると考えたい。」と述べられる。

　この清水教授の見解に対し，木村教授は，「この見解も擬制を用いるのであ

るから無理はあらそわれない。仮にこれを問わないとしても，新しい労働協約

が成立したときに新労働協約の効力を旧協約の終了の時まで遡及させることが

できるか。労働協約に遡及効を認めるには労働協約当事者の合意を必要とす

る。このような合意は一方の当事者にとって不利益となるからその成立は極め

て困難である。」と批判される。なおこの批判に更に，かかる黙示の合意の成立

時期，即ちそれは旧労働協約においてなされたのであるか否か，並びにかかる

合意の有する効カーこれは成立時期の問題と関連する一，即ちかかる合意

の消滅の時期乃至方法一特に新協約が成立しない場合に関連して一等が問

題点として指摘されうるであろう。

　沼田教授の説並びに後藤教授の旧説をこの点についてみると，沼田教授は「

然しながら一定期間協約が安定することによってその規範的部分（主として労

働条件に関する部分の協定条項）は経営の慣行としての性格を帯びるようにな

り，特別の意思表示をなさない限りはその慣行の拘東力を承認しているものと

解するのが自然だとみなさなければならない。」とされ，後藤教授の旧説は「

労働条件の基準は当該経営において多かれ少かれの期間にわたって行われる間

に，慣行としての性格を次第に身につけるにいた」る，とされる。両者は共通
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に，当該経営の慣行としての性格を有するに至った労働協約によって設定され

た労働条件の基準が労働協約の終了後労働関係を規制するとなす点特色を有す

る。

　これに対し木村教授は，「この見解においては多かれ少かれの期間にわたっ

て行なわれている間にとのべるだけで，詳細な説明はなされていない。当然の

協約の有効期間に慣行が成立するというのならば，協約の有効期間は通例1年

又は6ケ月であるからこのような短い期間に慣行が成立することは，如何に戦

争が時間を短縮するとしても不可能であろう。」とされ，またこの批判は後藤

教授によって受け容れられている。

　木村教授自身は，　「労働協約の規範的部分すなわち労働条件の基準が相当の

期間行なわれる聞に特定の経営の慣行として成立し，このような経営が多数を

占めることにより，経営の慣行は超経営的な規模において慣習法となり，未だ

経営の慣行の成立していない経営をも拘束するというのである。具体的にいえ

ば，相当の期間とは旧労組法施行以後今日にいたるまでの期間である。あるい

は戦後今日までといってもよい。旧労組法施行以来5年，多数の経営において

労働組合が成立せられ，労働協約が成立した。旧法下においては，労働協約は

数次自動的に延長せられ更新せられ，また新協約により改訂され来った。現行

労組法の施行にともない自動延長規定の破棄が認められて（労組法第15条第2

項），多数の経営において協約が解消し，いわゆる無協約の状態になったが，

賃金その他の労働条件は旧協約の基準のまS維持せられている。特定の経営に

おいて協約が数次連続または断続した期間あるいはそれ以後無協約の期間を通

じて，労働条件が協約の基準により定められるとうことは経営の慣行として確

立したと考えられてよい。この事実は，今日の段階において全産業社会の領域

において超経営的に慣習法として成立したものと見られる。従って既に慣行が

確立した経営においては協約終了後の労働条件が協約の基準により決定せられ

てるのは当然であるのみならず，協約の経験の浅い従って慣行の成立しない経

営においても，協約終了後の労働条件は慣習法により旧協約の基準に従うべき

ものとせられるのである。」とされる。超経営的な慣習法の成立を認めて経験1
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の浅い従って慣行の成立しない経営においても旧協約の基準に従うべきものと

せられる点大きな特色を有する。

　　この木村教授の見解に対し後藤教授は，　「思うに，教授が慣行の成立につL｝

て，一の協約の有効期間のみをとらえることなく，協約が数次連続または継続

　した期間あるいはそれ以後の無協約の期間を通算されるのは，卓見であるが戦

後のわが国において労働協約の改訂ことに労働条件（ことに賃金）が大きく動

揺している事実を直視するならば，慣行の成立をみとめることに困難がある。

いわんや，組合が企業別組合であることにもとついて，地域的一般的拘束力に

かんする労組法第18条の適用がほとんど問題になっていないわが国において，

超経営的な慣習法の成立をみとめることには，ますます困難がある。」と批判

　される。

　　そして教授自身先述の木村教授の批判を受け容れた上で新たな見解を呈示さ

　れる。

　　先づ労働協約の本質を「労働条件を主軸として労使の問に結ばれる交換的な

協定と，この協定を力関係の変動にかかわらず一定の期間針付けにする協定と

　から成り立つ」ものと解し，「労働協約が期間満了によって失効したというこ

　とは，ただ労働条件を主軸とする交換的な協定を針付けにした状態が解かれる

　という意味をもつだけであって，労働条件を主軸とする協定そのものまでが消

滅すると見るべき必然性はない。」とされ，労使間の力関係によって変動され

　うる不安定なものであるが，労働条件を主軸とする労働協約の内容が労働関係

　の規準となることを主張されるのである。

　　教授が労働協約を労働条件を主軸として労使間に締結される交換的協定とこ

　の協定を一定期間針付けにする協定とから成るものとして2分されるのは，誠

　に興味ある試みといいうる。しかしその実質において，労働協約の内容を規範

　的部分と債務的部分に分け，前者について規範的効力，後者について債務的効

　力を認めた従来の学説との間に如何程の差異を認めうるであろうか。ただ従来

　その中間的部分として問題にされていた組織的部分といわれるものについて，

・前者に合体させたといいうるにすぎないのではなかろうか。そして労働協約が
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その成立に合意という意思的要素を不可欠の要件としていると解せざるを得

ない以上，教授がかく労働協約を2分して，一方についてのみその存続を認

め，労働協約自体としての効力を認めるのは問題とせざるを得ない。一方につ

いて実際的にはその存続を認めうべき場合においても，その効力の根拠を他に

求むべきではなかろうか。この点において慣行説のとった態度は正しかったと

いえよう。　　　’

　以上考察したところが，我国における労働協約の余後効に関する学説の展望

である。

　我国における理論展開の一特色は，労働協約の終了後に，労働協約の労働条件

の基準が労働契約の内容として存続することを否定しつつ，なおそれが一般的

に慣行として存続するとなした点にある。しかし短期の労働協約について慣行

の成立を認めることは確かに無理である。その点を曖昧にして「多かれ少かれ

の期間」として慣行の成立を認めた慣行説はその点欠陥を有する。矢張りこれ

は一般的には論ずるを得ないのであり，慣行の成立を認めうる場合は，それに

よるを妨げないが，そうでない場合は，労働関係は他の規制㈲に服すると解せ

ぎるを得ないのではなかろうか。

　なお強制的効力の法的性質に関し，我国の学説で相対的無効説をとる者は見

出しえない。相対的無効説をとるべき論理的必然も考えられず，また実践的に

も変動しつつある経済状勢，社会状勢に適合しないと考えうるので，消極に解

すべきであろう。

一一一一一一一一一一一
〇…一一一

　労働協約の余後効の問題（労働協約それ自体がすでにそうなのであるが）に

とって，問題解決一一一実践的な問題解決一…の鍵は，常に組合側については，

如何にして自己の組合の団結を強固ならしめるか，使用者に対する対抗力を増

大させるか，即ち新協約の締結について自己の組織をあげて闘いとるという態

度に一一余後効の問題が組織の弱体に乗じて生じるものだけに一層　　あるの

であり，かかる解釈の有利不利を問題とする態度は慎しむべきであろう。
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（1）Jacobi，　Grundlehren　des　Arbeitsrechts，　S．276f．；浅井清信「労働契約の基

　　本問題」68頁。

（2）Jacobi，　a　a　O．，　S．273；浅井，上掲書，68頁。

（3）Jacobi，　a　a　O．，　S．281；浅井，上掲書，72頁。

　（4）Zitelmann，　Internationales　Privatrecht，　Bd．　ll，　S．421fゼ．

　　　Es　giebt　aber　auch　Bestimmungen，　welche　innerhalb　des　gilitiger　Re－

　　chtsgeschafts　gewisse　Rechtsfolgen　in　zwingender　Art　positiv　anordnen，

　　derart　also，　da　tS　einer　etwaigen　Anderungklausel　die　Sanktion　versagt

　　ist，　z．　B．　die　Vorschriften　im　B．G．B．§617，618．　Wahrend　das　frUher

　　betrachtete　zwingende　Recht　lcdiglich　vermein　ist　－es　versagt　die　San－

　　ktion－一一，　ist　dieses　bejahend：es　giebt　eine　bestimmte　rechtliche　An－

　　ordnung　fUr　eine　Frage，　die　innerhalb　des　Rechtsgeschafts　der　Beantwort－

・　ung　bedarf．　　Zwar　ungewohnt，　aber　nicht　unrichtig　ware　es，　hier　von

　　zwinger’id　erganzendem（unabanderbar　erganzendem）Recht　zu　sprechen；

　　eine　Widerspruch　wUrde　Begriff　nicht　enthalten．　と述べ以下効力の性質に

　　ついて説明する。

　（5）孫田秀春「労働協約と争議の法理」68頁。同，「現代労働法の諸閥題」187頁以下。

　　なお戦前にも「労働法通義」293頁以下。

　（6）峯村光郎「労働協約の余後効力」一・一「団結権の研究」481頁以下。

　（7）菊池・林「労働組合法」178頁。

　（8）吉川大二郎「労働協約法の研究」131頁以下。同，「労働協約の事後効力上一一法

　　曹時報2巻3号115頁以下。・

　（9）清水金二郎「余後効と解雇同意約款上一一産業労働研究所報第1号1頁以下。

　⑩　沼田稲次郎「日本労働法論」中巻61頁。

　⑪　木村友三郎「労働協約の事後効について」一神戸法学雑誌第1巻342頁以下。

　㈱　後藤清「労働協約の余後効力」一労働問題研究40号一これが氏の旧説の論文。

　　同「労働協約の余後効にかんする再論」一労働法5号一これが氏の新説の論文。

　　　（両論文は氏の著書「労働協約の基本問題」に収録されている。前者82頁以下，後者

　　64頁以下。）

　㈲　なお，有泉教授，石井教授，吾妻教授は，継続的債権関係の特質より終了せる労働協

　　約の規制が労働契約の内容として残る旨述べておられるが（討論労働法，第47号9頁

　　以下），契約内容となりうるのは当事者意思を媒介としてのみであるとすゐ本稿の立場

　　よりすれば，第1説の立場に属するといいうるであろう。なおこれは労働契約論に関

　　連して非常に問題とされるところであるが，継続的債権関係において契約内容がブラ

　　ンクで契約関係だけが存続するのはおかしいという理由はこれを採りえない。

　㈹　如何なる規制が行われるのかについていまだ十分の研究に至っていないので，（特
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に就業規則に関連して）後日に期さなければならない。一応ここでは吉川教授あ見解

に従っておこう。　　この意味では本稿は無協約状態の法理の研究としては，いまだ

出発点に低徊しているものといえよう。

　　（あとがき）

　本稿は，昭和32年1月に提出した修士論文である。ここに機会をえたので活

字にすることにした。本稿は，私が労働法学研究の途を歩みはじめて2年たら

ずで書いたはじめての論文だけに，文章も生硬で未熟であり，また訳文も直訳

調で訳語は必ずしも適切とはいえず，きわめて読みずらい。さらに重要なこと

には資料的にも理論的にも幾多の難点がある。

　資料的には・’Kaske1，　Das　Schicksal　der　Einzelarbeitsvertrage　bei

Aenderung　oder　Aufhebung　der　tariflichen　Regelung　（NZfA，1924

Heft　3）　を余後効問題の提起論文として位置づけながら，私の引用しえた

NZfA・にはHeft　3が欠落していたのでその論文の内容の詳細な検討ができ

なかった6したがって，Kaskelの所説の紹介にも，それを利用することがで

きなかったため，　Lehrbuch（Arbeitsrecht，3Auf1，1928）によらざるを

えなかった。　（しかも，Dersch補完のArbeitsrecht，4Aufl．，1932を

Kaskelの所説として一部引用している。）また，　Erdmannの著書，，Die

Rechts】age　nach　Ablauf　eines　Tarifvertrages，1925“も参照することが

できず，1927年の彼の小論文によらぎるをえなかった。さらに，Oertmann

等の論文も参照できなかった。これらは，いまなお参照の機会をえないでいる

ので御教示いただければと念願している。

　理論的には・協約規範の規範的効力（とりわけ直接的効力）の法的性質，協

約当事者の意思および労働契約当事者の意思の相耳連関の構造についての認識

が不十分なことが・最大の難点である。さらに，わが国の学説の整理，位置づ

け等についても幾多の問題点がある。その他の問題点を含めなお不十分ではあ

るがその反省のもとに・拙稿「労働協約の消滅」　（新労働法講座第5巻所収）

の余後効に関する部分（348頁以下）を書いているので，あわせてお読みいた

だければ幸いである。


